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西
村
天
囚
撰
「
豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
」
と
『
碩
園
文
稿
』

は
じ
め
に

先
に
筆
者
は
、
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
文
の
成
立
過
程
に
関
す
る
湯

浅
邦
弘
氏
の
論
考
を
踏
ま
え
つ
つ
、
大
阪
大
学
附
属
総
合
図
書
館

懐
徳
堂
文
庫
所
蔵
の
『
碩
園
文
稿
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
鉄
砲
伝

来
紀
功
碑
の
二
種
類
の
草
稿
を
手
が
か
り
と
し
て
、
改
め
て
そ
の
碑

文
の
成
立
過
程
を
考
察
し
た（
１
）。
筆
者
が
そ
こ
で
指
摘
し
た
の
は
以
下

の
諸
点
で
あ
る
。
①
『
碩
園
文
稿
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
二
種
類
の

草
稿
の
う
ち
、
石
碑
に
刻
ま
れ
た
最
終
的
な
碑
文
に
最
も
近
い
草

稿
（
草
稿
Ｄ
）
の
本
文
は
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
財
団
法

人
懐
徳
堂
記
念
会
（
以
下
、
記
念
会
）
が
出
版
し
た
西
村
時
彦
（
号

は
天
囚
・
碩
園
。
以
下
、
天
囚
）
の
詩
文
集
『
碩
園
先
生
遺
集
』（
以

下
、『
遺
集
』）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
の
本
文
と
同

一
で
あ
り
、『
遺
集
』
は
最
終
稿
で
は
な
い
草
稿
Ｄ
を
そ
の
ま
ま
収

録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
②
『
碩
園
文
稿
』
所
収
の
も
う
一
つ
の
草

稿
（
草
稿
Ｃ
）
の
修
正
前
の
本
文
は
、
湯
浅
氏
の
検
討
し
た
『
五
十

以
後
文
稿
』
所
収
の
第
一
次
稿
（
草
稿
Ａ
）・
第
二
次
稿
（
草
稿
Ｂ
）

を
踏
ま
え
て
天
囚
が
修
正
を
加
え
て
執
筆
し
た
も
の
あ
る
。
③
天
囚

は
執
筆
し
た
草
稿
Ｃ
を
瀧
川
資
言
に
送
っ
て
批
正
を
乞
い
、
求
め
に

応
じ
た
瀧
川
は
、草
稿
Ｃ
に
書
き
込
み
を
加
え
て
天
囚
に
返
送
し
た
。

④
天
囚
は
、
草
稿
Ｃ
に
書
き
加
え
ら
れ
た
瀧
川
の
修
正
提
案
を
取

捨
選
択
し
、か
つ
自
ら
新
た
に
修
正
を
加
え
て
草
稿
Ｄ
を
執
筆
し
た
。

⑤
天
囚
は
、草
稿
Ｄ
の
本
文
に
更
に
修
正
を
加
え
た
も
の
を『
斯
文
』

第
三
編
第
四
号（
一
九
二
一
年
八
月
）に
掲
載
し
た
。⑥
天
囚
は
、『
斯

文
』
に
掲
載
し
た
も
の
に
対
し
て
更
に
重
ね
て
修
正
を
加
え
て
、
碑

文
の
最
終
版
を
完
成
さ
せ
、
そ
れ
が
石
碑
に
刻
ま
れ
た
。
⑦
草
稿
Ｄ

に
貼
付
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
写
取
ヲ
要
ス
」
と
記
さ
れ
た
附
箋

は
、
お
そ
ら
く
『
遺
集
』
編
纂
の
際
に
、
草
稿
Ｄ
が
最
終
版
で
は
な

い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
記
念
会
の
吉
田
鋭
雄
が
貼
付
し
た
。

竹　

田　

健　

二
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以
上
の
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
の
碑
文
成
立
の
過
程
か
ら
は
、
天
囚

が
撰
文
の
際
、
最
終
版
の
完
成
ま
で
に
何
度
も
繰
り
返
し
て
修
正

を
加
え
て
草
稿
を
書
き
直
し
た
こ
と
、
そ
し
て
信
頼
す
る
友
人
に

批
正
を
求
め
、
友
人
か
ら
の
意
見
を
適
宜
取
捨
選
択
し
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。こ
う
し
た
撰
文
の
際
の
天
囚
の
手
法
は
、

鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
の
場
合
に
限
ら
ず
、
他
の
場
合
に
お
い
て
も
概

ね
同
様
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
や
は
り
『
碩
園
文
稿
』
に
草
稿
が
収
録
さ

れ
て
い
る
豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
碑
文
の

成
立
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
『
碩
園
文
稿
』
の
性
格

を
考
察
す
る
。

一　

豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
の
翻
刻

豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
は
、
天
囚
の
恩
師
で
あ
り
、「
種
子
島

聖
人
」
と
も
称
さ
れ
た
種
子
島
の
郷
儒
・
前
田
豊
山
を
顕
彰
す
る

石
碑
で
あ
る
（
写
真
１
・
２
）。
本
章
で
は
、
行
論
の
都
合
上
、

種
子
島
・
西
之
表
市
立
榕
城
小
学
校
の
校
庭
に
現
存
す
る
石
碑
の

写
真
に
基
づ
い
て
碑
文
を
翻
刻
し
、
石
碑
の
書
き
下
し
文
を
示

す（
２
）。
な
お
、
碑
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
に
つ
い
て
は
す
べ
て

通
行
の
字
体
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
を
附
し
た
。
ま
た
行
の
途
中

で
改
行
し
て
い
る
箇
所
は
「
／
」
で
示
し
た
。

写真１　豊山前田先生紀徳碑（表面）写真２　同（裏面）
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豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑　
　
　

正
四
位
男
爵
種
子
島
守
時
表
題
／

豊
山
先
生
歿
之
十
年
、
熊
毛
郡
教
育
会
樹
石
紀
徳
、
以
図
不
朽
、

属
彦
文
。
彦
以
疏
戚
在
弟
子
之
列
、
誼
不
可
辞
也
。
謹
叙
大
要
曰
、

先
生
諱
宗
成
、
字
士
章
、
称
譲
蔵
。
豊
山
其
号
。
姓
前
田
氏
。
家

世
事
于
邑
主
種
子
島
氏
。
考
諱
宗
恭
、
号
紫
洲
、
以
文
学
著
。
妣

上
妻
氏
。
先
生
幼
受
家
学
。
既
長
師
事
藩
儒
宮
内
先
生
。
与
重
野

成
斎
兒
玉
天
雨
諸
老
為
友
。
又
習
武
技
、
尤
精
砲
術
。
然
亦
遂
以

文
学
著
。
蓋
其
学
宗
程
朱
、
以
躬
践
為
帰
。
徳
行
可
伝
者
甚
多
、

而
其
最
大
者
三
。
曰
、
事
主
尽
忠
。
文
久
間
、
邑
主
幼
、
太
夫
人

視
事
、
擢
先
生
為
側
用
人
、
職
兼
師
傅
。
先
生
輔
導
匡
救
、
知
無

不
言
。
嘗
忤
太
夫
人
旨
。
讒
者
乗
之
、
禁
錮
于
家
、
将
謫
遠
島
。

其
友
救
解
見
赦
、
尋
為
室
老
。
明
治
維
新
、
旧
主
遷
居
鹿
児
島
。

先
生
毎
過
旧
城
門
、
脱
帽
致
敬
。
至
老
未
嘗
怠
。
旧
主
家
道
中
落
、

大
故
相
踵
。
遺
孤
守
時
君
、
年
僅
六
歳
、
㷀
㷀
無
所
依
。
先
生
慨

然
謂
衆
曰
、
我
輩
受
恩
深
厚
、
豈
可
傍
観
。
衆
皆
翕
応
、
迎
守
時

君
於
旧
邑
、
鞠
育
教
養
、
俾
以
成
立
。
又
与
衆
協
力
、
治
其
貲
産
。

拮
据
多
年
、
家
計
稍
裕
。
三
十
三
年
、
守
時
君
列
華
族
授
男
爵
。

南
島
名
家
於
是
復
興
者
、
実
先
生
之
力
也
。
曰
、
執
義
衛
道
。
明

治
初
、
本
藩
置
各
邑
常
備
兵
。
先
生
為
砲
隊
長
、
亡
何
罷
去
。
七

年
、
拝
郷
校
教
授
、
尋
為
監
事
。
先
生
乃
以
教
育
自
任
、
設
支
校
、

開
夜
学
、
以
忠
孝
節
義
淬
励
子
弟
、
教
学
大
振
。
十
年
、
私
学
校

乱
起
、
郷
校
師
生
亦
多
与
焉
。
先
生
堅
持
大
義
、
唱
説
正
論
。
党

人
忌
之
、
或
告
将
来
襲
。
先
生
不
為
動
、
毅
然
講
経
。
自
乱
起
後
、

薩
隅
日
三
州
之
学
皆
廃
、
而
講
誦
之
声
終
始
不
絶
者
、
独
有
我
郷

校
而
已
。
曰
、
興
学
育
英
。
既
而
郷
校
改
為
小
学
。
先
生
以
謂
、

子
弟
進
修
、
不
可
無
中
学
。
十
一
年
、
請
官
創
立
准
中
学
、
後
称

公
立
種
子
島
学
校
。
先
生
視
校
長
事
。
三
十
年
廃
。
先
生
乃
改
為

私
立
、
勧
郡
中
三
村
補
助
資
金
。
捐
俸
督
校
務
、
辛
苦
経
営
七
八

年
而
亦
廃
。
時
先
生
既
老
而
失
明
、
猶
以
世
道
人
心
為
念
、
設
弘

道
会
、
聚
徒
講
学
。
其
専
精
教
育
数
十
年
如
一
日
、
巋
然
為
一
郷

師
表
。
前
後
受
業
者
不
可
勝
数
。
随
材
成
就
、
多
文
武
立
身
者
。

四
方
士
人
遊
我
郷
者
、
必
造
門
請
益
。
肥
前
老
儒
楠
本
碩
水
、
聞

其
名
寄
書
訂
交
。
其
為
世
所
重
如
此
。
是
以
県
官
屢
加
賞
賜
。
大

日
本
教
育
会
亦
贈
銀
章
。
至
三
十
六
年
／
朝
廷
賜
藍
綬
褒
章
。
郷

人
皆
栄
之
。
先
生
為
人
温
厚
篤
実
、
孝
友
出
于
天
性
。
居
考
妣
喪
、

哀
毀
動
人
。
有
一
女
兄
、
終
身
不
嫁
、
事
之
如
母
。
接
人
謙
和
、

善
善
如
己
有
之
、
而
悪
悪
不
仮
。
然
不
甚
厲
声
色
。
淡
于
栄
利
。

旧
友
多
官
于
朝
、
人
或
勧
仕
、
輒
曰
、
居
郷
甚
楽
。
平
生
不
事
著

述
。
顧
乃
好
詩
歌
、
兼
善
書
。
毎
遇
良
辰
、
与
子
弟
出
遊
詠
帰
。

失
明
後
、
配
河
内
氏
亡
。
独
居
山
斎
、
蕭
然
度
日
、
絶
無
憂
悶
態
。

諸
如
此
類
亦
皆
可
伝
者
也
。
大
正
二
年
八
月
、
彦
帰
郷
省
謁
。
臨

別
先
生
託
以
女
孫
。
又
見
示
詩
歌
各
一
首
。
詩
言
永
護
彝
倫
之
志
。

其
歌
則
曾
子
啓
手
足
之
意
。
如
不
見
容
焉
者
。
越
九
月
二
日
、
俄

逝
。
享
寿
八
十
三
。
葬
于
豊
之
山
塋
次
。
無
子
。
養
従
姪
幸
麿
為
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嗣
。
銘
曰
、　

海
島
之
中
、
有
斐
君
子
、
師
道
維
尊
、
敬
以
修
己
、

明
倫
自
任
、
学
尚
践
履
、
徳
行
昭
昭
、
儀
刑
郷
里
、
先
生
而
在
、

人
人
知
恥
、
誰
適
与
謀
、
今
也
亡
矣
、
貞
珉
不
磨
、
銘
不
溢
美
、

世
路
多
岐
、
視
斯
芳
軌
。

大
正
十
二
年
十
一
月　
　
　

�

宮
内
省
御
用
掛
正
五
位
文
学
博
士
受

業
門
人
西
村
時
彦
撰
／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

陸
軍
中
将
従
三
位
勲
二
等
功
三
級
受

業
門
人
河
内
礼
蔵
書
／

【
書
き
下
し
文
】
豊
山
先
生
歿
す
る
の
十
年
、
熊
毛
郡
教
育
会　

石
を
樹
て
て
徳
を
紀
し
、
以
て
不
朽
を
図
ら
ん
と
し
て
、
彦
に
文

を
属
す
。
彦　

疏
戚
に
し
て
弟
子
の
列
に
在
る
を
以
て（
３
）、
誼
と
し

て
辞
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
謹
し
ん
で
大
要
を
叙
べ
て
曰
は
く
、

先
生　

諱
は
宗
成
、
字
は
士
章
、
譲
蔵
と
称
す
。
豊
山
は
其
の
号

な
り
。
姓
は
前
田
氏
。
家
は
世
よ
邑
主
・
種
子
島
氏
に
事
ふ
。
考　

諱
は
宗
恭
、
号
は
紫
洲
、
文
学
を
以
て
著
る
。
妣
は
上
妻
氏
な
り
。

先
生
幼
に
し
て
家
学
を
受
く
。
既
に
長
じ
て
藩
儒
・
宮
内
先
生
に

師
事
す（
４
）。

重
野
成
斎
・
兒
玉
天
雨
の
諸
老
と
友
為
り
。
又
た
武
技

を
習
ひ
、
尤
も
砲
術
に
精
し
。
然
れ
ど
も
亦
た
遂
に
文
学
を
以
て

著
は
る
。
蓋
し
其
の
学　

程
朱
を
宗
と
し
、
躬
践
を
以
て
帰
と
為

す
。
徳
行
の
伝
ふ
べ
き
者
甚
だ
多
く
し
て
、
其
の
最
も
大
な
る
者

三
あ
り
。
曰
は
く
、
主
に
事
ふ
る
に
忠
を
尽
く
す
。
文
久
の
間
、

邑
主
幼
く
し
て
、
太
夫
人　

事
を
視
る
に（
５
）、

先
生
を
擢
き
て
側
用

人
と
為
し
、
職　

師
傅
を
兼
ぬ
。
先
生　

輔
導
匡
救
す
る
に
、
知

り
て
言
は
ざ
る
無
し
。
嘗
て
太
夫
人
の
旨
に
忤
ふ
。
讒
る
者
之
に

乗
じ
て
、
家
に
禁
錮
せ
ら
れ
、
将
に
遠
島
に
謫
せ
ら
れ
ん
と
す
。

其
の
友　

救
解
し
て
赦
さ
れ
、
尋
い
で
室
老
と
為
る
。
明
治
維
新

に
、
旧
主　

居
を
鹿
児
島
に
遷
す
。
先
生
旧
城
の
門
を
過
ぐ
る
毎

に
、
脱
帽
し
て
敬
を
致
す
。
老
に
至
る
ま
で
未
だ
嘗
て
怠
ら
ず
。

旧
主
の
家
道
中
落
し
、
大
故　

相
ひ
踵
ぐ（
６
）。
遺
孤
守
時
君
、
年
僅

に
六
歳
、
㷀
㷀
と
し
て
依
る
所
無
し
。
先
生
慨
然
と
し
て
衆
に
謂

ひ
て
曰
は
く
、「
我
が
輩　

恩
を
受
く
る
こ
と
深
厚
、
豈
に
傍
観

す
べ
け
ん
や
」
と
。
衆
皆
翕
応
し
、
守
時
君
を
旧
邑
に
迎
へ
、
鞠

育
教
養
し
て
、
以
て
成
立
せ
し
む
。
又
た
衆
と
協
力
し
て
、
其
の

貲
産
を
治
む
。
拮
据
す
る
こ
と
多
年
、
家
計
稍
く
裕
か
な
り
。
三

十
三
年
、
守
時
君　

華
族
に
列
せ
ら
れ
男
爵
を
授
か
る
。
南
島
の

名
家　

是
に
於
て
復
興
す
る
は
、
実
に
先
生
の
力
な
り
。
曰
は
く
、

義
を
執
り
道
を
衛
る
。
明
治
の
初
め
、
本
藩　

各
邑
に
常
備
兵
を

置
く
。
先
生　

砲
隊
長
と
為
る
も
、
亡
何
く
し
て
罷
め
去
る
。
七

年
、
郷
校
教
授
を
拝
し
、
尋
い
で
監
事
と
為
る
。
先
生
乃
ち
教
育

を
以
て
自
ら
任
じ
、
支
校
を
設
け
、
夜
学
を
開
き
、
忠
孝
節
義
を

以
て
子
弟
を
淬
励
し
て
、
教
学
大
い
に
振
ふ
。
十
年
、
私
学
校
の

乱
起
き（
７
）、

郷
校
の
師
生
も
亦
た
多
く
焉
に
与
る
。
先
生　

大
義
を

堅
持
し
、
正
論
を
唱
説
す
。
党
人　

之
を
忌
み
、
或
る
ひ
と
将
に
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来
襲
せ
ん
と
す
と
告
ぐ
。
先
生　

為
に
動
ぜ
ず
、
毅
然
と
し
て
経

を
講
ず
。
乱
の
起
る
よ
り
後
、
薩
・
隅
・
日
三
州
の
学　

皆
廃
せ

ら
る
る
も
、
講
誦
の
声
終
始
絶
へ
ざ
る
は
、
独
り
我
が
郷
校
有
る

の
み
。
曰
は
く
、
学
を
興
し
英
を
育
む
。
既
に
し
て
郷
校
改
ま
り

て
小
学
と
為
る
。
先
生
以
て
謂
へ
ら
く
、
子
弟
進
修
す
る
に
、
中

学
無
か
る
べ
か
ら
ず
と
。
十
一
年
、
官
に
請
ひ
て
准
中
学
を
創
立

し
、
後　

公
立
種
子
島
学
校
と
称
す（
８
）。
先
生　

校
長
の
事
を
見
る
。

三
十
年
に
廃
せ
ら
る
。
先
生
乃
ち
改
め
て
私
立
と
為
し
、
郡
中
の

三
村
に
資
金
を
補
助
す
る
を
勧
む
。
俸
を
捐
て
て
校
務
を
督
し
、

辛
苦
し
て
経
営
す
る
こ
と
七
・
八
年
に
し
て
亦
た
廃
せ
ら
る
。
時

に
先
生
既
に
老
い
て
明
を
失
ふ
も
、
猶
ほ
世
道
人
心
を
以
て
念
と

為
し
、
弘
道
会
を
設
け（
９
）、

徒
を
聚
め
て
学
を
講
ず
。
其
の
教
育
に

専
精
な
る
こ
と
数
十
年
に
し
て
一
日
の
如
く
、
巋
然
と
し
て
一
郷

の
師
表
為
り
。
前
後
の
受
業
者
は
勝
げ
て
数
ふ
べ
か
ら
ず
。
材
に

随
ひ
て
成
就
し
、
文
武
も
て
身
を
立
つ
る
者
多
し
。
四
方
の
士
人

の
我
が
郷
に
遊
ぶ
者
、
必
ず
門
に
造
り
て
益
を
請
ふ
。
肥
前
の
老

儒
・
楠
本
碩
水
、其
の
名
を
聞
き
て
書
を
寄
せ
て
交
は
り
を
訂
む
。

其
の
世
の
重
ん
ず
る
所
と
為
る
こ
と
此
く
の
如
し
。
是
を
以
て
県

官
屢
し
ば
賞
賜
を
加
ふ
。
大
日
本
教
育
会
も
亦
た
銀
章
を
贈
る
。

三
十
六
年
に
至
り　

朝
廷　

藍
綬
褒
章
を
賜
ふ
。
郷
人
皆
之
を
栄

と
す
。
先
生　

人
と
為
り
温
厚
篤
実
、
孝
友　

天
性
に
出
づ
。
考

妣
の
喪
に
居
る
に
、
哀
毀
す
る
こ
と
人
を
動
か
す
。
一
女
兄
有
り
、

終
身
嫁
せ
ざ
る
に
、
之
に
事
ふ
る
こ
と
母
の
如
く
す
。
人
に
接
す

る
に
謙
和
、
善
を
善
と
し
て
己
に
之
有
る
が
如
く
し
て
、
悪
を
悪

と
し
て
仮
さ
ず
。
然
れ
ど
も
甚
だ
し
く
は
声
色
を
厲
し
く
せ
ず
。

栄
利
に
淡
し
。
旧
友　

朝
に
官
ふ
る
も
の
多
く
、
人　

仕
を
勧
む

る
こ
と
或
る
に
、輒
ち
曰
は
く
、「
郷
に
居
る
こ
と
甚
だ
楽
し
」と
。

平
生　

著
述
を
事
と
せ
ず
。
顧
っ
て
乃
ち
詩
歌
を
好
み
、
兼
ね
て

書
を
善
く
す
。
良
辰
に
遇
ふ
毎
に
、
子
弟
と
出
遊
し
て
詠
じ
て
帰

る
。
失
明
し
て
後
、
配
・
河
内
氏
亡
し
。
独
り
山
斎
に
居
り
、
蕭

然
と
し
て
日
を
度
す
に
、
絶
え
て
憂
悶
の
態
無
し
。
諸
も
ろ
の
此

く
の
如
き
類
も
亦
た
皆
伝
ふ
べ
き
者
な
り
。
大
正
二
年
八
月
、
彦　

郷
に
帰
り
て
省
謁
す
。
別
れ
に
臨
み
て
先
生　

託
す
に
女
孫
を
以

て
す
。
又
た
詩
歌
各
一
首
を
見
示
す
。
詩
は
永
く
彝
倫
を
護
る
の

志
を
言
ふ
。
其
の
歌
は
則
ち
曾
子　

手
足
を
啓
く
の
意
な
り
。
容

れ
ら
れ
ざ
る
者
の
如
し
。
越
え
て
九
月
二
日
、
俄
か
に
逝
く
。
享

寿
八
十
三
。
豊
之
山
の
塋
次
に
葬
す
。
子
無
し
。
従
姪
・
幸
麿
を

養
ひ
て
嗣
と
為
す
。
銘
に
曰
は
く
、「
海
島
の
中
、
斐
な
る
君
子

有
り
、
師
道　

維
れ
尊
く
、
敬
し
て
以
て
己
を
修
め
、
明
倫
も
て

自
ら
任
ず
、
学
は
践
履
を
尚
び
、
徳
行
は
昭
昭
と
し
て
、
郷
里
に

儀
刑
た
り
、
先
生
に
し
て
在
す
に
、
人
人　

恥
を
知
る
、
誰
か
適

き
て
与
に
謀
ら
ん
と
す
る
も
、
今
や
亡
し
、
貞
珉　

磨
せ
ず
、
銘　

溢
美
な
ら
ず
、
世
路　

多
岐
な
る
も
、
斯
の
芳
軌
を
視
よ
」
と
。
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二　

�『
遺
集
』・『
碩
園
文
稿
』
の
豊
山
前
田
先
生�

紀
徳
碑

豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
に
刻
ま
れ
た
最
終
的
な
碑
文
に
つ
い

て
、『
遺
集
』
所
収
の
碑
文
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
両
者
は
全
体

的
に
は
概
ね
同
一
で
あ
る
が
、
以
下
の
六
箇
所
に
字
句
の
異
同
が

認
め
ら
れ
る
。

①	�

最
終
版
に
「
属
彦
文
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、『
遺
集
』
に
は
「
馳

書
東
京
属
彦
文
」（
書
を
東
京
に
馳
せ
て
彦
に
文
を
属
す
）
と

あ
る
。

②	�

最
終
版
に
「
先
生
幼
受
家
学
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、『
遺
集
』

に
は
「
先
生
自
幼
受
家
学
」（
先
生
幼
よ
り
家
学
を
受
け
）
と

あ
る
。

③	�

最
終
版
に「
郷
校
師
生
亦
多
与
焉
」と
あ
る
と
こ
ろ
が
、『
遺
集
』

に
は
「
郷
校
師
生
亦
多
与
之
」（
郷
校
師
生
亦
た
多
く
焉
に
与

か
る
）
と
あ
る
。

④	�

最
終
版
に「
三
十
年
廃
」と
あ
る
と
こ
ろ
が
、『
遺
集
』に
は「
三

十
年
公
立
廃
」（
三
十
年
に
し
て
公
立
廃
せ
ら
る
）
と
あ
る
。

⑤	�

最
終
版
に「
居
考
妣
喪
」と
あ
る
と
こ
ろ
が
、『
遺
集
』に
は「
居

父
母
喪
」（
父
母
の
喪
に
居
る
）
と
あ
る
。

⑥	�

最
終
版
の
末
尾
に
は
「
大
正
十
二
年
十
一
月
」
と
あ
る
が
、『
遺

集
』
に
は
題
の
下
に
「
癸
亥
九
月
」
と
あ
る（
（1
（

。

従
っ
て
、
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
と
同
様
、
豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑

の
場
合
も
、『
遺
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
最
終
版
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
⑥
か
ら
分
か
る
通
り
、
最
終
版
は
大
正

十
二
年
（
一
九
二
三
）
十
一
月
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
て
、『
遺
集
』
に
は
「
癸
亥
九
月
」、
す
な
わ
ち
同
年
九
月
に

執
筆
さ
れ
た
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
上
述
の
六
箇
所
の
字
句
の
異
同
は
、
お
そ
ら
く
同
年
九
月
か

ら
十
一
月
ま
で
の
間
に
加
え
ら
れ
た
修
正
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、『
遺
集
』
に
収
録
さ
れ
た
碑
文
は
如
何
な
る
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
鉄
砲
伝
来
紀
功

碑
同
様
、
や
は
り
大
阪
大
学
附
属
総
合
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵

の
『
碩
園
文
稿
』
の
第
十
三
巻
が
手
が
か
り
と
な
る（
（1
（

。
同
巻
に
は
、

豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
の
草
稿
六
種
類
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
草
稿
群
は
、
豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
の
成
立
過
程
と
『
遺
集
』

と
の
関
係
と
を
解
明
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

同
巻
は
、
版
心
に
「
景
社
文
稿
」
と
印
刷
さ
れ
た
原
稿
用
紙
を

使
用
し
た
表
紙
と
目
次
と
が
附
さ
れ
て
お
り
、
表
紙
に
は
「
碩
園

癸
亥
文
稿
」
と
の
外
題
と
「
大
正
十
二
年　

時
年
五
十
九
」
と
の
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識
語
が
、
い
ず
れ
も
天
囚
の
自
筆
に
よ
り
打
付
け
書
き
さ
れ
て
い

る（
（1
（

（
写
真
３
）。
同
巻
に
は
、
天
囚
の
亡
く
な
る
前
年
に
あ
た
る

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
に
執
筆
さ
れ
た
草
稿
が
収
録
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
目
次
に
は
、
収
録
さ
れ
て
い
る
合
計
三
十
三
種

の
草
稿
の
名
称
と
執
筆
さ
れ
た
月
と
が
列
記
さ
れ
て
お
り
、
豊
山

前
田
先
生
紀
徳
碑
は
二
十
七
番
目
に
、
九
月
に
執
筆
さ
れ
た
も
の

と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る（
（1
（

（
写
真
４
）。
目
次
に
は
特
に
記
述
さ

れ
て
い
な
い
が
、
同
巻
の
本
文
に
は
、
豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
の

六
種
類
も
の
草
稿
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
検
討
の
都
合
上
、
以
下

で
は
便
宜
的
に
、
綴
ら
れ
て
い
る
順
に
従
っ
て
先
頭
か
ら
Ａ
稿
・

Ｂ
稿
・
Ｃ
稿
・
Ｄ
稿
・
Ｅ
稿
・
Ｆ
稿
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

Ａ
～
Ｆ
稿
は
、
い
ず
れ
も
無
地
の
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
本
文
が
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
稿
の
本
文
は
い
ず
れ
も
謄
写
版
に

よ
り
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
、
各
稿
に
は
そ
の
同
一
の
本
文
に
対
し

て
、
字
句
の
修
正
を
含
む
様
々
な
書
き
込
み
が
朱
筆
・
墨
筆
に
よ

り
多
数
加
え
ら
れ
て
い
る
。
印
刷
さ
れ
た
本
文
は
、
毎
半
葉
十
行
、

一
行
二
十
字
、
末
尾
に
は
「
西
村
時
彦
初
稿
」・「
大
正
」
と
も
印

刷
さ
れ
て
い
る
。な
お
、Ｂ
・
Ｅ
・
Ｆ
稿
の
本
文
に
は
墨
筆
に
よ
っ

て
書
き
込
ま
れ
た
、同
内
容
の
修
正
が
五
箇
所
に
認
め
ら
れ
る
が
、

Ｃ
・
Ｄ
稿
に
は
そ
う
し
た
墨
筆
に
よ
る
本
文
の
修
正
は
認
め
ら
れ

な
い
。
Ａ
稿
に
つ
い
て
は
、
五
箇
所
の
う
ち
の
四
箇
所
の
修
正
が

写真３　『碩園文稿』巻十三　表紙写真４　『碩園文稿』巻十三目次第一葉表
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朱
筆
に
よ
り
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。Ａ

～
Ｆ
稿
の
印
刷
さ
れ
た
「
初
稿
」
の
本
文
は
、
以
下
の
通
り

で
あ
る
。豊

山
前
田
先
生
紀
徳
碑

豊
山
先
生
歿
之
十
年
熊
毛
郡
教
育
会
樹
石
紀
徳
以
図
不
朽
馳
書
東

京
属
彦
文
彦
以
疏
戚
在
弟
子
之
列
誼
不
可
辞
也
先
生
諱
宗
成
字
士

章
称
譲
蔵
豊
山
其
号
姓
前
田
氏
家
世
事
于
邑
主
種
子
島
氏
考
諱
宗

恭
号
紫
洲
以
文
学
著
妣
上
妻
氏
先
生
自
幼
受
家
学
既
長
師
事
藩
儒

宮
内
先
生
与
重
野
成
斎
兒
玉
天
雨
諸
氏
同
学
又
習
武
技
尤
精
砲
術

然
亦
遂
以
文
学
著
蓋
其
学
宗
程
朱
以
躬
践
為
帰
徳
行
可
伝
者
甚
多

而
其
最
大
者
三
曰
事
主
尽
忠
文
久
間
種
子
島
氏
主
幼
太
夫
人
視
事

擢
先
生
為
側
用
人
職
兼
師
傅
先
生
輔
導
匡
救
知
無
不
言
嘗
忤
太
夫

人
旨
讒
者
乗
之
禁
錮
于
家
将
謫
遠
島
其
友
救
解
見
赦
尋
為
室
老
明

治
維
新
旧
主
遷
居
鹿
児
島
先
生
毎
過
旧
城
門
下
脱
帽
致
敬
人
雖
不

知
而
至
老
未
嘗
怠
旧
主
家
道
中
落
大
故
相
踵
有
一
孤
児
曰
守
時
君

年
僅
六
歳
㷀
㷀
無
所
依
先
生
慨
然
謂
衆
曰
我
輩
受
恩
深
厚
豈
可
傍

観
衆
皆
翕
応
迎
守
時
君
於
旧
邑
鞠
育
教
養
俾
以
成
立
又
与
衆
人
協

心
力
治
貲
産
拮
据
多
年
家
計
稍
裕
三
十
三
年
守
時
君
列
華
族
授
男

爵
南
島
名
家
於
是
復
興
者
実
先
生
之
力
也
曰
執
義
衛
道
明
治
初
本

藩
置
各
邑
常
備
兵
先
生
為
砲
隊
長
以
非
其
志
罷
去
七
年
拝
郷
校
教

授
尋
為
監
事
先
生
乃
以
教
育
自
任
設
支
校
開
夜
学
尤
用
心
忠
孝
節

義
之
教
提
誘
有
方
学
風
大
振
十
年
私
学
校
乱
起
郷
校
師
生
亦
多
与

之
先
生
堅
持
大
義
唱
説
正
論
党
人
忌
之
或
伝
将
来
襲
先
生
不
為
動

毅
然
講
経
干
戈
騒
擾
間
自
乱
起
後
薩
隅
日
三
州
之
学
皆
廃
而
講
誦

之
声
終
始
不
絶
者
独
有
我
郷
校
而
已
曰
興
学
育
英
既
而
郷
校
改
為

小
学
先
生
以
謂
子
弟
進
修
不
可
無
中
学
十
一
年
請
官
創
立
准
中
学

後
称
公
立
種
子
島
学
校
先
生
視
校
長
事
三
十
年
公
立
廃
先
生
乃
改

為
私
立
勧
郡
中
三
村
補
助
資
金
捐
俸
督
校
務
辛
苦
経
営
七
八
年
而

亦
廃
時
先
生
失
明
家
居
猶
以
世
道
人
心
為
念
設
弘
道
会
聚
徒
講
学

其
専
精
教
育
数
十
年
如
一
日
巋
然
為
一
郷
師
表
前
後
受
業
者
不
可

勝
数
人
材
輩
出
文
武
立
身
者
多
四
方
士
人
遊
我
郷
者
必
叩
門
受
益

肥
前
老
儒
楠
本
碩
水
聞
其
名
寄
書
訂
交
其
為
世
所
重
亦
如
此
是
以

県
官
屢
加
賞
賜
大
日
本
教
育
会
亦
贈
銀
章
三
十
六
年
朝
廷
賜
藍
綬

褒
章
先
生
固
不
以
毀
誉
介
于
懐
而
郷
人
皆
栄
之
先
生
為
人
温
厚
篤

実
孝
友
出
于
天
性
居
父
母
喪
哀
毀
骨
立
有
一
女
兄
終
身
不
嫁
事
之

如
母
接
人
謙
和
善
善
如
己
有
之
而
悪
悪
不
仮
然
不
甚
厲
声
色
淡
于

栄
利
旧
友
多
官
于
朝
人
或
勧
仕
輒
対
曰
居
郷
甚
楽
平
生
不
事
著
述

顧
乃
好
詩
歌
兼
善
書
毎
遇
良
辰
与
子
弟
出
遊
詠
帰
失
明
後
吟
哦
度

日
絶
無
憂
悶
態
配
河
内
氏
先
亡
無
子
養
従
姪
幸
麿
為
嗣
晩
年
知
其

失
田
産
曰
我
失
教
矣
後
不
復
言
諸
如
此
類
亦
皆
可
伝
者
也
大
正
二

年
八
月
彦
帰
郷
省
謁
臨
別
先
生
託
以
女
孫
又
見
示
詩
歌
各
一
首
詩

言
永
護
彝
倫
之
志
其
歌
則
曾
子
啓
手
足
之
意
如
不
見
容
焉
者
彦
心
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窃
以
懼
越
九
月
二
日
無
病
而
逝
享
寿
八
十
三
葬
于
豊
之
山
塋
次
嗚

呼
観
其
考
終
可
以
知
其
人
居
銘
曰

海
島
之
中
有
斐
君
子
師
道
維
尊
敬
以
修
己
明
倫
自
任
学
尚
践
履
徳

行
昭
昭
儀
刑
郷
里
先
生
而
在
人
人
知
恥
誰
適
与
謀
今
也
亡
矣
貞
珉

不
磨
銘
不
溢
美
世
路
多
岐
視
斯
芳
軌

�

西
村
時
彦
初
稿

大
正結

論
か
ら
言
え
ば
、
六
種
類
の
う
ち
の
Ｂ
～
Ｆ
稿
は
、
天
囚
か

ら
印
刷
さ
れ
た
「
初
稿
」
を
送
付
さ
れ
て
批
正
を
求
め
ら
れ
た
五

人
が
、
求
め
に
応
じ
て
各
自
意
見
を
書
き
入
れ
て
天
囚
に
返
送
し

た
も
の
で
あ
る
。
各
稿
の
末
尾
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
書
き
込
み
を

行
っ
た
人
物
の
署
名
が
あ
り
、Ｂ
稿
は
瀧
川
亀
太
郎（
署
名
は「
資

言
」）、
Ｃ
稿
は
内
藤
虎
次
郎
（
同
「
虎
」）、
Ｄ
稿
は
狩
野
直
喜
（
同

「
直
喜
」）、Ｅ
稿
は
日
下
寛（
同「
寛
」）、Ｆ
稿
は
安
井
小
太
郎（
同

「
朝
康
」）
が
書
き
込
み
を
加
え
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に

対
し
て
Ａ
稿
は
、
天
囚
が
こ
の
五
人
の
意
見
を
踏
ま
え
、
か
つ
自

ら
新
た
に
修
正
を
加
え
て
「
定
稿
」
と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
Ａ
稿
の
第
一
葉
表
に
「
定
稿
」
と
朱
書
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
Ｂ
～
Ｆ
稿
の
よ
う
な
末
尾
の
署
名
が
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
、
ま
た
詳
し
く
は
後
述
す
る
通
り
、
Ａ
稿
の
本
文
に
対
し
て
書

き
込
ま
れ
た
修
正
の
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
が
Ｂ
～
Ｆ
稿
に
書
き
込

ま
れ
て
い
る
修
正
意
見
の
中
に
合
致
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
Ｂ
稿
・
Ｅ
稿
・
Ｆ
稿
の
本
文
に

は
、
以
下
の
五
箇
所
に
同
一
内
容
の
修
正
が
墨
筆
に
よ
り
加
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
同
筆
と
見
ら
れ
る
。

①	�

第
二
葉
裏
二
行
目
の
「
時
先
生
失
明
」
の
「
先
生
」
と
「
失
明
」

と
の
間
に
、
墨
筆
で
「
既
老
而
」
を
挿
入
し
て
い
る
。

②	�

第
二
葉
裏
二
行
目
の
「
失
明
」
の
下
の
「
家
居
」
に
、
Ｂ
稿
・

Ｅ
稿
は
連
続
す
る
墨
線
を
上
書
き
し
て
、
Ｆ
稿
は
各
文
字
に

そ
れ
ぞ
れ
墨
筆
の
圏
点
を
上
書
き
し
て
削
除
し
て
い
る
。

③	�

第
三
葉
表
四
行
目
「
失
明
後
」
の
下
の
「
吟
哦
」
に
、
連
続

す
る
墨
線
を
上
書
き
し
て
削
除
し
、
そ
の
箇
所
に
墨
筆
で
「
配

河
内
氏
亡
独
居
山
斎
蕭
然
」
を
挿
入
し
て
い
る
。

④	�

第
三
葉
表
四
行
目
「
度
日
」
と
「
絶
無
憂
悶
態
」
と
の
間
に
、

墨
筆
で
「
而
」
字
を
挿
入
し
て
い
る
。

⑤	�

第
三
葉
表
四
行
目
「
絶
無
憂
悶
態
」
の
下
の
「
配
河
内
氏
先

亡
無
子
養
従
姪
幸
麿
為
嗣
晩
年
知
其
失
田
産
曰
我
失
教
矣
後

不
復
言
」に
、連
続
す
る
墨
線
を
上
書
き
し
て
削
除
し
て
い
る
。

Ｃ
稿
と
Ｄ
稿
と
に
は
、
こ
う
し
た
墨
筆
の
本
文
の
修
正
は
加
え

ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
天
囚
は
内
藤
と
狩
野
と
に
対
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し
て
は
、
謄
写
版
で
印
刷
し
た
「
初
稿
」
を
そ
の
ま
ま
送
っ
た
が
、

瀧
川
・
日
下
・
安
井
に
は
、
印
刷
し
た
「
初
稿
」
に
墨
筆
に
よ
る

修
正
を
五
箇
所
加
え
た
も
の
を
送
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た

め
、
以
下
で
は
、
墨
筆
に
よ
る
五
箇
所
の
修
正
が
加
え
ら
れ
る
前

の
Ｃ
稿
・
Ｄ
稿
を
「
初
稿
ア
」、
修
正
が
加
え
ら
れ
た
後
の
Ｂ
稿
・

Ｅ
稿
・
Ｆ
稿
を
「
初
稿
イ
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
Ａ
稿

に
お
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
右
に
挙
げ
た
修
正
の
う
ち
④
を

除
く
四
箇
所
に
同
内
容
の
朱
筆
の
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、「
初
稿
ア
」・「
初
稿
イ
」
に
対
し
て
内
藤
・
狩
野
・

瀧
川
・
日
下
・
安
井
の
五
人
が
ど
の
よ
う
な
書
き
込
み
を
そ
れ
ぞ

れ
に
加
え
た
の
か
、
以
下
詳
し
く
検
討
す
る
。

三　

内
藤
虎
次
郎
と
狩
野
直
喜
の
批
正

本
章
で
は
、「
初
稿
ア
」
に
対
し
て
内
藤
と
狩
野
と
が
書
き
込

み
を
加
え
て
い
る
Ｃ
稿
・
Ｄ
稿
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
先
ず
内
藤

の
Ｃ
稿
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
Ｃ
稿
に
は
、
印
刷
さ
れ
た
本
文
に

朱
筆
の
圏
点
で
句
点
が
施
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
同
じ
く
朱
筆
の
点

及
び
圏
点
で
本
文
の
一
部
に
傍
点
が
附
さ
れ
て
い
る
（
写
真
５
・

６
）。加
え
て
、鼇
頭
に
す
べ
て
朱
筆
で
書
き
込
み
が
認
め
ら
れ
る
。

以
下
、
内
藤
の
書
き
込
み
に
番
号
を
附
し
て
示
し
、
書
き
込
み
の

対
象
と
な
っ
た
本
文
の
箇
所
を
続
け
て
（　

）
内
に
示
す
。
な
お
、
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以
下
本
文
や
書
き
込
み
を
引
用
す
る
際
は
、
漢
字
を
す
べ
て
通
行

の
字
体
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
・
カ
ギ
括
弧
を
補
っ
た
。
ま
た
、

書
き
込
み
の
意
図
な
ど
、
特
に
補
足
の
説
明
が
必
要
と
判
断
し
た

場
合
は
、
そ
の
説
明
を
「
…
」
に
続
け
て
記
し
た
。

①	�「
亦
」
字
従
刪
、
如
何
。（
第
一
葉
表
本
文
七
行
目
「
然
亦
遂

以
文
学
著
」）

②	�「
怠
」
下
加
「
也
」
字
、
如
何
。（
第
一
葉
裏
四
行
目
「
至
老

未
嘗
怠
」）

③	�「
以
」
字
作
「
至
」、
如
何
。（
同
七
行
目
「
俾
以
成
立
」）

④	�「
於
是
」
作
「
幾
絶
」、
如
何
。（
同
九
行
目
「
南
島
名
家
於
是

復
興
者
」）

⑤	�「
亦
如
此
」
之
「
亦
」
字
、「
是
以
」
二
字
刪
、
如
何
。（
第
二

葉
裏
六
行
目
「
其
為
世
所
重
亦
如
此
是
以
県
官
屢
加
賞
賜
」）

⑥	�「
皆
」
字
作
「
奚
不
」、
如
何
。（
同
八
行
目
「
郷
人
皆
栄
之
」）

⑦	�「
居
郷
甚
楽
」
作
「
不
如
居
郷
之
楽
也
」、
如
何
。（
第
三
葉
表

二
行
目
）

⑧	�「
後
不
復
言
」
作
「
無
復
他
言
」
如
何
。（
同
六
行
目
）

⑨	�

以
書
疏
論
策
体
為
記
事
之
文
、
出
於
欧
五
代
史
安
重
誨
伝
。

雖
馬
班
諸
人
所
無
而
望
溪
亦
以
為
法
之
変
、
其
義
不
得
不
然
。

古
文
固
不
可
以
一
二
体
製
律
之
也
。
弟
虎
妄
批
（
末
尾
）

内
藤
に
よ
る
書
き
込
み
の
う
ち
、
末
尾
の
⑨
「
書
疏
論
策
の
体

を
以
て
記
事
の
文
と
為
す
は
、
欧
の
『
五
代
史
』
安
重
誨
伝
よ
り

出
づ
。
馬
・
班
諸
人
に
無
き
所
に
し
て
、
望
溪
も
亦
た
以
て
法
の

変
に
し
て
其
の
義　

然
ら
ざ
る
を
得
ず
と
為
す
と
雖
も
、
古
文
固

よ
り
一
・
二
の
体
を
以
て
之
を
製
律
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
弟
虎

妄
批
」
は
、
碑
文
全
体
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る（
（1
（

。
①
～
⑧
は

字
句
の
修
正
の
提
案
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
天
囚
に
よ
っ
て
採
用

さ
れ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
僅
か
に
⑤
の
中
の

「
亦
」
字
の
削
除
の
み
で
あ
り
、
他
の
提
案
は
い
ず
れ
も
採
用
さ

れ
て
い
な
い
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
天
囚
は
他
の
四
人
が
提
案
し
た
字
句
の
修

正
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
部
を
採
用
す
る
に
止
ま
り
、
批
正
者
の

意
見
に
全
面
的
に
従
っ
て
は
い
な
い
が
、
一
旦
は
採
用
し
な
か
っ

た
意
見
を
後
に
改
め
て
採
用
し
た
箇
所
も
あ
る
。
天
囚
は
批
正
者

の
意
見
を
決
し
て
軽
ん
じ
て
は
お
ら
ず
、
従
う
べ
き
と
判
断
し
た

意
見
に
は
素
直
に
従
う
真
摯
な
姿
勢
で
、
信
頼
す
る
五
人
に
率
直

な
意
見
を
求
め
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
、
狩
野
が
書
き
込
み
を
加
え
た
Ｄ
稿
に
つ
い
て
検
討
す

る
（
写
真
７
・
８
）。
Ｄ
稿
に
お
い
て
、
狩
野
は
本
文
に
墨
筆
の

圏
点
で
句
点
を
施
し
て
お
り
、
ま
た
同
じ
く
墨
筆
で
以
下
の
通
り

書
き
込
み
を
し
て
い
る
。
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①	�「
先
生
」
上
、
加
「
謹
案
」
二
字
、
何
如
。（
第
一
葉
表
本
文

三
行
目
「
先
生
諱
宗
成
」）

②	�

刪
「
自
」
字
、
何
如
。（
同
五
行
目
「
先
生
自
幼
受
家
学
」）

③	�「
諸
氏
」、
改
作
「
諸
老
」。
作
「
先
生
」
亦
可
。（
同
六
行
目
「
与

重
野
成
斎
児
玉
天
雨
諸
氏
同
学
」）

④	�

刪
「
然
亦
」
以
下
八
字
、
何
如
。（
同
七
行
目
「
然
亦
遂
以
文

学
著
。
蓋
」）

⑤	�「
脱
帽
致
敬
」、
足
徴
先
生
忠
厚
。
然
茲
不
必
叙
。
以
「
遷
居

鹿
児
島
」
一
句
、
直
接
「
家
道
中
落
」、
何
如
。（
第
一
葉
裏

三
行
目
「
明
治
維
新
遷
居
鹿
児
島
～
家
道
中
落
」）

⑥	�「
家
道
中
落
」
上
、
加
「
未
幾
」
二
字
、
何
如
。（
同
四
行
目
）

⑦	�「
恩
」
上
、
加
「
主
」、
何
如
。（
同
六
行
目
「
吾
輩
受
恩
深
厚
」）

⑧	�「
尤
用
心
忠
孝
節
義
之
教
」、
改
作
「
以
忠
孝
節
義
淬
励
士
子
」、

何
如
。（
第
二
葉
表
二
行
目
）

⑨	�「
之
学
」、
改
作
「
学
校
」、
何
如
。（
同
六
行
目
「
薩
隅
日
三

州
之
学
皆
廃
」）

⑩	�「
先
生
視
校
長
事
」、
改
作
「
而
先
生
為
之
長
」、
何
如
。（
同

九
行
目
）

⑪	�「
捐
俸
」、
改
作
「
又
自
捐
其
俸
」、
刪
「
督
校
務
」
三
字
、
何
如
。

（
第
二
葉
裏
一
行
目
「
捐
俸
督
校
務
」）

⑫	�「
文
武
」
上
、
加
「
多
以
」
二
字
、
刪
「
者
多
」
二
字
、
何
如
。

（
同
四
行
目
「
文
武
立
身
者
多
」）
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⑬	�「
必
」
上
、
加
「
亦
」
字
。（
同
五
行
目
「
必
叩
問
受
益
」）

⑭	�
刪
「
亦
」
字
。（
同
六
行
目
「
其
為
世
所
重
亦
如
此
」）

⑮	�「
是
以
」
以
下
、
改
作
「
先
是
先
生
学
行
屢
為
県
官
所
録
、
大

日
本
教
育
会
亦
贈
銀
章
、
至
三
十
六
年
朝
廷
乃
有
藍
綬
褒
章

之
賜
」、
何
如
。（
同
六
行
目
「
是
以
県
官
屢
加
賞
賜
～
賜
藍

綬
褒
章
」）

⑯	�

刪
「
先
生
固
不
以
毀
誉
介
于
懐
」
一
句
、
改
「
而
」。（
同
八

行
目
）

⑰	�「
郷
人
皆
栄
之
」
六
（
マ
マ
）字

、作「
郷
人
栄
之
」、何
如
。（
同
八
行
目
）

⑱	�「
然
不
甚
厲
声
色
」
下
加
「
循
循
教
誨
至
其
人
痛
責
改
過
而
止
」

一
句
、
何
如
。（
第
三
葉
表
一
行
目
）

⑲	�「
吟
哦
度
日
」
改
作
「
猶
不
廃
吟
哦
」、
何
如
。（
同
四
行
目
）

⑳	�「
態
」
作
「
色
」、
何
如
。（
同
四
行
目
「
絶
無
憂
悶
態
」）

㉑	�

刪
「
諸
如
此
類
」
四
字
。（
同
六
行
目
）

㉒	�「
亦
皆
」改
作「
是
亦
」、何
如
。（
同
六
行
目「
亦
皆
可
伝
者
也
」）

㉓	�

叙
先
生
学
行
分
為
三
段
整
正
不
紊
、
如
衣
有
領
、
是
作
者
用

意
処
、
銘
辞
精
切
、
尤
足
不
朽
先
生
。
敬
服
。
弟
直
喜
拝
読
（
末

尾
）

以
上
の
書
き
込
み
の
う
ち
、
⑭
は
行
間
に
、
㉓
は
末
尾
の
余
白

に
、
他
は
す
べ
て
鼇
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
。
末
尾
の
㉓
「
叙
先
生

学
行
分
為
三
段
整
正
不
紊
、
如
衣
有
領
、
是
作
者
用
意
処
、
銘
辞

精
切
、
尤
足
不
朽
先
生
。
敬
服
弟
直
喜
拝
読
」（
先
生
の
学
行
を
叙

す
る
に
分
か
ち
て
三
段
と
為
す
こ
と
、
整
正
に
し
て
紊
れ
ざ
る
こ

と
、
衣
の
領
有
る
が
如
し
。
是
れ
作
者
の
意
を
用
い
る
処
な
り
。

銘
辞
は
精
切
、
尤
も
先
生
を
朽
せ
ざ
る
に
足
る
。
敬
服
す
。
弟
直

喜
拝
読
）
は
、
碑
文
全
体
に
つ
い
て
の
狩
野
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
り
、

他
は
す
べ
て
字
句
の
修
正
の
提
案
で
あ
る
。

狩
野
の
提
案
し
た
字
句
の
修
正
の
中
で
、
②
③
⑭
は
天
囚
に

よ
っ
て
最
終
版
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
他
に
、
天
囚
が

狩
野
の
提
案
を
部
分
的
に
採
用
し
た
と
見
な
す
こ
と
の
で
き
る
箇

所
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
は
、
狩
野
の
「
謹
案
」
の
語
の
挿
入

提
案
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
天
囚
は
「
謹
案
」
を
「
謹
叙
大
要
曰
」

に
改
め
て
挿
入
し
て
い
る
。
⑧
は
、
狩
野
の
提
案
し
た
「
以
忠
孝

節
義
淬
励
」
へ
の
修
正
を
採
用
し
、
続
く
語
の
中
の
「
士
子
」
の

み
天
囚
は
「
子
弟
」
に
改
め
て
い
る
。
⑫
は
、
狩
野
の
提
案
を
基

本
的
に
は
採
用
し
つ
つ
も
、「
者
」
字
の
削
除
に
つ
い
て
の
み
は

従
っ
て
い
な
い
。
⑮
は
、「
三
十
六
年
」
の
前
に
「
至
」
字
を
挿

入
す
る
点
を
採
用
し
、
他
の
修
正
に
つ
い
て
は
従
っ
て
い
な
い
。

⑯
は
、「
先
生
固
不
以
毀
誉
介
于
懐
」
の
一
句
の
削
除
を
採
用
し

て
い
る
が
、
そ
の
箇
所
に
「
而
」
字
を
挿
入
す
る
点
は
従
っ
て
い

な
い
。

残
る
④
⑤
⑥
⑦
⑨
⑩
⑪
⑬
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
は
、
天
囚
は
い
ず
れ

も
提
案
を
採
用
し
て
い
な
い
。
内
藤
の
場
合
と
同
様
、
狩
野
に
よ
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る
字
句
の
修
正
提
案
も
そ
の
半
数
以
上
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

四　

瀧
川
亀
太
郎
の
批
正

続
い
て
、「
初
稿
イ
」
に
対
し
て
書
き
込
み
を
加
え
て
い
る
Ｂ
・

Ｅ
・
Ｆ
稿
を
検
討
す
る
。
先
ず
瀧
川
亀
太
郎
の
Ｂ
稿
に
つ
い
て
で

あ
る
（
写
真
９
・
10
）。
Ｂ
稿
に
お
い
て
は
、
前
述
の
「
初
稿
ア
」

の
本
文
に
対
し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
五
箇
所
の
墨
筆
の
修
正
の
他

に
、
本
文
に
朱
筆
の
圏
点
で
句
点
が
施
さ
れ
、
ま
た
本
文
の
一
部

に
は
傍
点
が
、
朱
筆
の
点
、
も
し
く
は
圏
点
で
附
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
に
、
朱
筆
に
よ
る
多
数
の
書
き
込
み
が
鼇
頭
な
ど
の
空
白

部
分
、
及
び
行
間
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
書
き
込
み
は
、

朱
筆
で
記
さ
れ
た
上
に
、
そ
の
中
の
字
句
を
修
正
す
る
た
め
墨
筆

に
よ
る
修
正
を
加
え
た
箇
所
を
除
き
、
す
べ
て
瀧
川
が
朱
筆
で
記

し
た
も
の
で
あ
る
。

瀧
川
に
よ
る
書
き
込
み
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①	�「
歿
」（
第
一
葉
表
本
文
一
行
目
「
殁
」
の
右
横
）
…
異
体
字
に

つ
い
て
の
指
摘
。

②	�「
辞
」不
必
従
受
。古
書
可
徴
。（
同
本
文
三
行
目「
不
可
辞
也
」）

…
天
囚
が
「
辞
」
字
の
異
体
字
と
し
て
「
辤
」
を
用
い
た
こ
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と
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
が
な
い
こ
と
を
指
摘
。

③	�
豊
之
山
一
郷
之
望
、
以
先
生
居
其
麓
也
、
郷
人
以
此
称
、
先

生
遂
取
為
号
、
ト
キ
ヽ
及
ヒ
タ
ル
カ
？
（
同
本
文
三
行
目
「
豊

山
其
号
」）

④	�

姓
字
不
必
言
。
史
記
氏
姓
ノ
別
ナ
シ
。
不
可
為
法
。（
同
本
文

三
行
目
「
姓
前
田
氏
」）

⑤	�「
自
幼
」
ヲ
「
既
」
ニ
改
メ
下
ノ
「
既
」
ノ
字
刪
。（
同
本
文

五
行
目
「
先
生
自
幼
受
家
学
」）

⑥	�「
種
子
島
氏
主
」、
改
作
「
邑
主
」、
何
如
。（
同
本
文
九
行
目
）

⑦	�「
旧
主
」、作「
邑
主
」（
第
一
葉
裏
三
行
目「
旧
主
遷
居
鹿
児
島
」）

⑧	�「
遇
」
下
「
旧
」
字
刪（
（1
（

。（
同
三
行
目
「
先
生
毎
過
旧
城
門
下
」）

⑨	�「
門
下
」、「
下
」
字
刪
。（
同
）

⑩	�「
人
雖
不
知
而
」
五
字
、
刪
。（
同
四
行
目
）

⑪	�「
有
一
孤
児
曰
」、
五
字
作
「
遺
孤
」
二
字
、
何
如
。（
同
五
行
目
）

⑫	�「
与
衆
人
協
心
力
治
貲
産
」、作「
与
衆
胥
謀
治
其
貲
産
」、何
如
。

（
同
八
行
目
）

⑬	�「
之
教
」
二
字
刪
。（
第
二
葉
表
二
行
目
「
尤
用
心
忠
孝
節
義

之
教
」）

⑭	�「
学
風
」、
作
「
教
学
」。（
同
三
行
目
「
学
風
大
振
」）

⑮	�「
後
」
字
刪
、
何
如
。（
同
六
行
目
「
自
乱
起
後
」）

⑯	�「
公
立
」
二
字
、
刪
。（
同
十
行
目
「
三
十
年
公
立
廃
」）

⑰	�「
乃
改
為
私
立
」
五
字
ヲ
刪
リ
下
ニ
移
ス
（
同
十
行
目
）

⑱	�「
資
金
」
ノ
下
ニ
「
改
為
私
立
」
ノ
四
字
ヲ
□
（
移
？
）
ス
（
第

二
葉
裏
一
行
目
「
三
村
補
助
資
金
」）

⑲	�「
董
事
」
ナ
ト
ニ
テ
ハ
（
同
一
行
目
「
捐
俸
督
公
務
」
の
「
督

公
務
」
の
左
横
）

⑳	�

二
字
刪
、
何
如
。（
同
一
行
目
「
辛
苦
経
営
」
の
「
辛
苦
」
の

右
横
）

㉑	�「
殫
」。（
同
三
行
目
「
其
専
精
教
育
」
の
「
専
」
の
右
横
）

㉒	�「
巋
然
為
一
郷
師
表
」
七
字
、「
人
材
輩
出
」
四
字
刪
。（
同
三

行
目
）

㉓	�「
頗
」（
同
四
行
目
「
文
武
立
身
者
多
」
の
「
者
」
字
と
「
多
」

字
と
の
右
横
）
…
「
頗
」
字
を
挿
入
。

㉔	�「
請
」。（
同
五
行
目
「
叩
門
受
益
」
の
「
受
」
の
右
横
）

㉕	�「
重
」
下
「
亦
」
字
、
刪
。（
同
六
行
目
「
其
為
世
所
重
亦
如
此
」）

㉖	�「
是
以
」
二
字
、
刪
。（
同
六
行
目
「
是
以
」）

㉗	�「
県
官
」
以
下
、
改
作
「
三
十
六
年
朝
廷
賜
藍
綬
褒
章
表
之
。

大
日
教
育
会
贈
以
銀
章
。
鹿
児
島
県
亦
屢
加
賞
賜
。」、
何
如
。

（
同
七
行
目
「
県
官
屢
加
賞
賜
、
大
日
本
教
育
会
亦
贈
銀
章
、

三
十
六
年
朝
廷
賜
藍
綬
褒
章
」）

㉘	�「
先
生
不（
マ
マ
）固

以
毀
誉
」
二
句
割
愛
、
何
如
。
下
文
ニ
モ
「
淡
于

栄
利
」
ト
ア
リ
（
同
八
行
目
「
先
生
固
不
以
毀
誉
介
于
懐
」）

㉙	�「
対
」
字
、
刪
。（
第
三
葉
表
二
行
目
「
輒
対
曰
」）

㉚	�「
平
生
」
以
下
八
字
、
刪
。（
同
二
行
目
「
平
生
不
事
著
作
」）
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㉛	�「
兼
善
書
」、
作
「
善
筆
札
」。（
同
三
行
目
）

㉜	�「
与
謀
」、
作
「
誰
帰
」、
何
如
。（
第
三
葉
裏
四
行
目
「
誰
適

与
謀
」）

㉝	�
作
「
豊
碑
深
刻
」。「
不
」
ノ
字
下
句
ニ
モ
ア
リ
（
同
三
行
目
「
貞

珉
不
磨
」
の
左
側
）

㉞	�

分
為
三
項
、
逐
次
叙
述
、
行
文
有
法
、
用
筆
不
抜
、
而
先
生

性
行
事
業
活
躍
、
如
睹
、
良
匠
苦
心
可
想
。　

癸
亥
九
月
念

三
日　
弟
資
言
妄
批
／
（
末
尾
右
側
）

㉟	�

明
治
甲
申
？
先
生
東
游
帝
都
弟
以
与
子
俊
同
写
。
故
屢
接
其
謦

咳
。
怱
〻
四
十
年
而
温
厚
之
容
和
平
之
言
、
宛
在
心
目
。
嚮

読
子
俊
祭
先
生
文
、
始
□
其
帰
道
山
、
痛
惜
無
止
。
今
誦
此
作
、

有
先
生
再
生
之
思
、
且
悲
且
慰
。
古
之
所
謂
死
而
不
亡
者
寿
。

豈
以
形
骸
而
言
乎
哉
。
資
言
又
妄
。（
末
尾
左
側
）

瀧
川
の
Ｂ
稿
は
、
五
人
の
中
で
最
も
書
き
込
み
が
多
い
。
そ
の

中
の
①
・
②
は
用
い
ら
れ
た
漢
字
の
字
体
に
つ
い
て
の
指
摘
、
③

は
豊
山
の
号
に
つ
い
て
の
い
わ
ば
確
認
、
末
尾
の
㉞
㉟
は
碑
文
全

体
に
つ
い
て
の
瀧
川
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
除
い
た
残

り
の
三
十
余
り
の
書
き
込
み
は
、
す
べ
て
字
句
の
修
正
に
関
す
る

提
案
で
あ
る
。

中
で
も
興
味
深
い
の
は
③
・
㉟
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
天
囚
と

瀧
川
と
は
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
に
島
田
篁
村
の
双
桂
精

舎
で
初
め
て
出
会
い
、
東
京
大
学
の
古
典
講
習
科
の
同
期
生
と

な
っ
て
以
来
、
終
生
友
人
で
あ
っ
た（
（1
（

。
こ
の
た
め
、
瀧
川
は
若
い

頃
か
ら
豊
山
の
こ
と
を
、
天
囚
の
口
か
ら
聞
き
及
ん
で
い
た
と
思

わ
れ
る
。
豊
山
の
号
の
由
来
も
、
そ
う
し
た
天
囚
か
ら
の
情
報
に

基
づ
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
㉟
に
お
い
て
瀧
川
は
、
時
期
に
つ
い
て
は
ク
エ
ス
チ
ョ
ン

マ
ー
ク
を
附
し
つ
つ
も
、「
甲
申
」の
年
に
上
京
し
た
豊
山
と
会
い
、

「
屢
し
ば
其
の
謦
咳
に
接
」
し
た
こ
と
、
そ
の
た
め
四
十
年
後
も

豊
山
の
「
温
厚
の
容
・
和
平
の
言
」
が
「
宛
も
心
目
に
在
」
る
と

述
べ
て
い
る
。「
甲
申
」
が
正
し
い
と
す
れ
ば
明
治
十
七
年
（
一

八
八
四
）
で
、
天
囚
と
瀧
川
と
が
古
典
講
習
科
の
学
生
で
あ
っ
た

時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
後
醍
院
良
正
『
西
村
天

囚
伝
』（
朝
日
新
聞
社
社
史
編
修
室
、
一
九
六
七
年
）
に
は
、
豊

山
が
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
に
上
京
し
、
そ
の
折
り
に
天

囚
が
家
族
と
と
も
に
豊
山
を
鎌
倉
や
水
戸
な
ど
へ
案
内
し
た
こ
と

に
つ
い
て
非
常
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
天
囚
が
古
典
講
習
科

の
学
生
で
あ
っ
た
時
期
に
豊
山
が
上
京
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
記

述
が
な
い
。

し
か
し
、
天
囚
が
古
典
講
習
科
の
学
生
で
あ
っ
た
時
期
に
記
し

た
草
稿
類
を
収
録
し
て
い
る
、
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵
の
『
碩
園
文
稿
』

巻
一
に
は
、「
送
前
田
豊
山
先
生
叙
」
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
文
章
は
「
乙
酉
四
月
」、
す
な
わ
ち
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
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四
月
に
「
先
生
来
京
」（
先
生
京
に
来
た
り
）
と
あ
る
。
こ
の
た
め
、

甲
申
の
年
で
は
な
く
、
そ
の
翌
年
の
「
乙
酉
」、
す
な
わ
ち
明
治

十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
豊
山
が
上
京
し
、
天
囚
と
会
っ
て
い
た

こ
と
は
確
実
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
瀧
川
は
そ
の
時
に
天
囚

と
と
も
に
豊
山
と
会
っ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
天
囚
の
碑
文
の
草

稿
を
読
ん
で
「
先
生
再
生
の
思
有
り
て
、
且
つ
悲
し
み
且
つ
慰
む
」

と
の
感
慨
を
抱
い
た
と
考
え
ら
れ
る（
（1
（

。

さ
て
、
瀧
川
の
提
案
し
た
字
句
の
修
正
の
中
で
、
天
囚
に
よ
っ

て
そ
の
ま
ま
碑
文
に
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
⑥
⑨
⑩
⑪
⑭
⑯
㉔

㉕
㉙
で
あ
る
。
ま
た
⑫
⑬
㉒
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
採
用
さ
れ

た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑫
は

「
又
与
衆
人
協
心
力
、
治
貲
産
」
を
「
又
与
衆
胥
謀
、
治
其
貲
産
」

に
修
正
す
る
瀧
川
の
提
案
に
対
し
て
、
天
囚
は
基
本
的
に
提
案
を

受
け
入
れ
、
そ
の
上
で
「
胥
謀
」
の
箇
所
を
「
協
力
」
に
改
め
た

と
見
ら
れ
る
。
⑬
は
狩
野
の
提
案
し
た
「
以
忠
孝
節
義
淬
励
」
へ

の
修
正
と
重
複
す
る
が
、「
之
教
」
の
二
字
を
削
除
す
る
瀧
川
の

提
案
が
採
用
さ
れ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
㉒
の
「
巋
然
為
一
郷
師

表
」
の
七
字
を
削
除
す
る
提
案
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、「
人

材
輩
出
」
の
四
字
を
削
る
よ
う
に
と
の
瀧
川
の
提
案
を
天
囚
は
受

け
入
れ
、
そ
の
箇
所
に
新
た
に
「
随
材
成
就
」
の
句
を
挿
入
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

㉘
「
先
生
固
不
以
毀
誉
介
于
懐
」
に
関
す
る
提
案
は
、
こ
の
箇

所
が
碑
文
に
存
在
し
な
い
た
め
に
除
外
す
る
と
し
て
も
、
他
の
④

⑤
⑦
⑧
⑮
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉖
㉗
㉚
㉛
㉜
㉝
の
提
案
は
い
ず
れ
も

採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
瀧
川
は
内
藤
・
狩
野
よ
り
も
多
く
の
修
正

を
提
案
し
て
い
る
の
だ
が
、
天
囚
が
採
用
し
た
の
は
、
部
分
的
な

採
用
を
含
め
て
も
や
は
り
そ
の
半
数
以
下
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

日
下
寛
と
安
井
小
太
郎
の
批
正

次
に
、
日
下
寛
（
勺
水
）
が
「
初
稿
イ
」
に
対
し
て
書
き
込
み

を
加
え
た
Ｅ
稿
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
写
真
11
・
12
）。
Ｅ
稿
に

お
い
て
は
、
前
述
の
墨
筆
に
よ
る
五
箇
所
の
本
文
の
修
正
の
他
、写真11　Ｅ稿（日下）第一葉表
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本
文
に
朱
筆
の
圏
点
で
句
点
が
、
ま
た
同
じ
く
朱
筆
の
傍
点
・
傍

線
が
一
部
に
施
さ
れ
て
お
り
、
更
に
す
べ
て
朱
筆
で
鼇
頭
及
び
末

尾
に
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
朱
筆
の
み
が
日
下
に
よ
る
書

き
込
み
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①	�「
執
義
衛
道
」
与
「
興
学
育
英
」
連
叙
于
此
、
似
可
。（
第
一

葉
表
本
文
八
行
目
「
徳
行
可
伝
者
甚
多
、
而
其
最
大
者
三
。
曰
、

事
主
尽
忠
」）

②	�「
下
」、
刪
、
何
如
。（
第
一
葉
裏
四
行
目
「
毎
過
旧
城
門
下
」）

③	�「
干
戈
」
五
字
、
刪
、
何
如
。（
第
二
葉
表
五
行
目
「
干
戈
騒

擾
間
」）

④	�「
対
」、
刪
。（
第
三
葉
表
二
行
目
「
輒
対
曰
」）

⑤	�

不
挙
前
配
、
何
也
。（
同
四
行
目
墨
筆
で
挿
入
さ
れ
た
「
配
河

内
氏
亡
」）

⑥	�「
諸
如
此
」
句
、
刪
。（
同
六
行
目
「
諸
如
此
亦
皆
可
伝
者
也
」）

⑦	�「
彦
」
一
句
、
亦
刪
。（
同
九
行
目
「
彦
心
窃
以
懼
」）

⑧	�「
軌
」。（
第
三
葉
裏
五
行
目
「
䡄
」）

⑨	�

叙
述
整
斉
、
可
以
勒
金
石
。
寛
妄
評
（
末
尾
）

末
尾
の
⑨
は
、
碑
文
全
体
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
、
⑧
は
漢
字

の
字
形
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
。
他
の
七
箇
所
が
字
句
の
修
正

或
い
は
加
筆
に
つ
い
て
の
提
案
や
意
見
だ
が
、
そ
の
日
下
の
提
案

し
た
字
句
の
修
正
の
中
で
、
天
囚
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
碑
文
に
採

用
さ
れ
て
い
る
の
は
③
④
⑦
、
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
が
①
②
⑤

⑥
で
あ
る
。
日
下
の
書
き
込
み
は
瀧
川
や
狩
野
よ
り
少
な
く
、
内

藤
の
書
き
込
み
と
ほ
ぼ
同
数
だ
が
、
日
下
の
修
正
提
案
の
半
数
近

く
を
天
囚
が
採
用
し
た
点
は
興
味
深
い
。

続
い
て
、
安
井
小
太
郎
が
「
初
稿
イ
」
に
対
し
て
書
き
込
み
を

加
え
た
Ｆ
稿
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
写
真
13
・
14
）。
Ｆ
稿
に
お

い
て
は
、
前
述
の
墨
筆
に
よ
る
本
文
の
修
正
以
外
に
、
本
文
に
朱

筆
で
本
文
の
一
部
に
傍
点
が
附
さ
れ
、
ま
た
や
は
り
朱
筆
で
鼇
頭

と
末
尾
と
に
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
句
点
は
施
さ
れ
て
い

な
い
。
安
井
に
よ
る
書
き
込
み
は
朱
筆
の
部
分
と
見
ら
れ
る
。
そ

写真12　Ｅ稿（日下）第三葉裏
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の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①	�「
馳
書
」
句
刪
、
亦
可
。（
第
一
葉
表
本
文
二
行
目
）

②	�「
家
」
字
、
刪
。（
同
本
文
四
行
目
「
前
田
氏
家
世
事
于
邑
主

種
子
島
氏
」）

③	�

改
「
宮
内
棊
甫
」、
何
如
。（
同
本
文
六
行
目
「
宮
内
先
生
」）

④	�「
亦
」、
刪
。（
同
本
文
七
行
目
「
然
亦
遂
以
文
学
著
」）

⑤	�「
人
雖
」
句
、
割
愛
、
何
如
。（
第
一
葉
裏
四
行
目
傍
点
が
附

さ
れ
た
「
人
雖
不
知
而
」）

⑥	�「
於
是
」
刪
、
似
可
。（
同
九
行
目
「
南
島
名
家
於
是
復
興
者
」）

⑦	�

此
事
他
人
不
能
為
。
先
生
為
人
、
可
知
也
。（
第
二
葉
表
三
行

目
傍
点
が
附
さ
れ
た
「
十
年
、
私
学
校
乱
起
～
独
有
我
郷
校

而
已
」）

⑧	�「
干
戈
騒
擾
間
」
五
字
刪
、
似
可
。（
同
五
行
目
）

⑨	�「
精
」
下
、
補
「
於
」
字
。（
第
二
葉
裏
三
行
目
「
其
専
精
教

育
数
十
年
」）

⑩	�

楠
本
碩
水
不
足
為
重
。
一
節
刪
去
、
何
如
。（
同
五
行
目
「
肥

前
老
儒
楠
本
碩
水
」）

⑪	�「
如
不
見
容
焉
者
」、
文
意
欠
詳
。（
第
三
葉
表
九
行
目
）

⑫	�「
考
終
」
費
解
。（
同
十
行
目
）

⑬	�「
恥
」、
外
ニ
好
字
ナ
キ
カ
。（
第
三
葉
裏
三
行
目
「
人
人
知
恥
」）

⑭	�「
誰
適
与
謀
」、
承
接
不
妙
。（
同
四
行
目
）

写真14　Ｆ稿（安井）第三葉裏 写真13　Ｆ稿（安井）第一葉表
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⑮	�

法
度
字
句
、
厳
正
謹
格
（
マ
マ
）、

蓋
非
此
、
不
足
銘
豊
山
先
生
也
。

社
末
朝
康
拝
妄
（
末
尾
）

安
井
の
書
き
込
み
の
う
ち
、
⑦
⑪
⑫
は
記
述
内
容
に
対
す
る
安

井
の
感
想
、末
尾
の
⑮
は
碑
文
全
体
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

特
に
⑪
⑫
は
、
と
も
に
文
意
を
把
握
し
が
た
い
と
の
否
定
的
な
指

摘
で
あ
る
点
は
興
味
深
い
。
他
の
十
三
箇
所
が
字
句
の
修
正
或
い

は
加
筆
に
つ
い
て
の
提
案
や
意
見
だ
が
、
そ
の
安
井
の
提
案
し
た

字
句
の
修
正
の
中
で
、
天
囚
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
碑
文
に
採
用
さ

れ
て
い
る
の
は
①
⑤
⑧
、
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
②
③
④
⑥
⑨

⑩
⑬
⑭
で
あ
る
。
安
井
の
提
案
し
た
修
正
の
三
分
の
一
が
採
用
さ

れ
て
い
る
点
は
、
五
人
の
中
で
も
概
ね
平
均
的
と
見
て
良
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

六　
「
定
稿
」
Ａ
稿
の
修
正
と
碑
文
の
成
立
過
程

本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
初
稿
ア
・
イ
に
対
す
る
五
人

の
書
き
込
み
を
踏
ま
え
、
天
囚
が
「
初
稿
」
と
し
た
Ａ
稿
に
つ
い

て
検
討
し
、
碑
文
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
写
真
15
）。

な
お
、
Ａ
稿
の
第
一
葉
表
に
「
写
取
ヲ
要
ス
」
と
記
し
た
附
箋

が
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
附
箋
は
天
囚
が
貼
付
し
た
も
の
で

は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
附
箋
に
用
い
ら
れ
て
い
る
原
稿
用
紙
が
、

版
心
に
「
呉
山
社
稿
本
」
と
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
。「
呉
山
社
」と
は
、重
建
懐
徳
堂
に
お
い
て
書
記
・

素
読
科
の
句
読
師
・
助
教
授
・
教
授
を
務
め
た
吉
田
鋭
雄
が
、
池

田
町
に
お
い
て
開
催
し
て
い
た
漢
詩
を
作
る
会
の
こ
と
で
、
こ
の

附
箋
は
吉
田
に
よ
っ
て
貼
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
と

考
え
ら
れ
る
。

Ａ
稿
は
、
Ｂ
～
Ｆ
稿
と
同
じ
く
本
文
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
そ

こ
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
題
名
の
下
に
加
筆
さ
れ
た
「
癸

亥
九
月
」
の
四
字
の
み
墨
筆
で
あ
り
、
第
一
葉
表
の
右
上
に
記
さ

れ
た
「
定
稿
」
の
二
字
を
含
め
、
他
は
す
べ
て
朱
筆
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
朱
筆
の
書
き
込
み
は
、
い
ず
れ
も
本
文
の
字
句
を
削
除
、 写真15　Ａ稿第一葉表（附箋）
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或
い
は
本
文
に
字
句
を
挿
入
す
る
修
正
の
指
示
で
あ
る
。
削
除
の

場
合
は
、
削
除
す
る
文
字
の
上
に
朱
点
が
加
え
ら
れ
、
挿
入
の
場

合
は
、
挿
入
す
る
箇
所
の
右
側
の
行
間
に
、
挿
入
す
る
文
字
が
朱

筆
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

Ａ
稿
に
認
め
ら
れ
る
そ
う
し
た
本
文
の
修
正
の
指
示
は
、
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

①	�

第
一
葉
表
題
名
「
豊
山
前
田
先
生
碑
銘
」
の
「
前
田
先
生
」

の
後
に
、
朱
筆
に
て
「
紀
徳
」
を
加
筆
。

②	�

同
「
豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
銘
」
の
下
に
、
墨
筆
に
て
「
癸

亥
九
月
」
と
加
筆
。

③	�

同
本
文
三
行
目
「
誼
不
可
辞
也
」
の
下
に
、
朱
筆
に
て
「
謹

叙
大
要
曰
」
を
挿
入
。

③	�

同
本
文
六
行
目
「
諸
氏
同
学
」
を
、
朱
筆
に
て
「
諸
老
為
友
」

に
修
正
。

④	�

同
本
文
九
行
目
「
種
子
島
氏
主
」
を
、
朱
筆
に
て
「
種
子
島

邑
主
」
に
修
正
。

⑤	�

第
一
葉
裏
四
行
目
「
先
生
毎
過
旧
城
門
下
」
の
「
下
」
字
を

削
除
。

⑥	�

同
四
行
目
「
人
雖
不
知
而
」
を
削
除
。

⑦	�

同
五
行
目
「
有
一
孤
児
曰
」
を
、
朱
筆
に
て
「
遺
孤
守
時
君
」

に
修
正
。

⑧	�

同
八
行
目
「
又
与
衆
人
協
心
治
貲
産
」
を
、
朱
筆
に
て
「
又

与
衆
協
力
治
其
貲
産
」
に
修
正
。

⑨	�

第
二
葉
表
一
行
目
「
以
非
其
志
罷
去
」
を
、
朱
筆
に
て
「
亡

何
罷
去
」
に
修
正
。

⑩	�

同
二
行
目「
尤
用
心
忠
孝
節
義
之
教
提
誘
有
方
学
風
大
振
」を
、

朱
筆
に
て
「
以
忠
孝
節
義
淬
励
子
弟
教
学
大
振
」
に
修
正
。

⑪	�

同
五
行
目
「
或
伝
将
来
襲
」
を
、
朱
筆
に
て
「
或
告
将
来
襲
」

に
修
正
。

⑫	�

同
五
行
目
「
干
戈
騒
擾
間
」
を
削
除
。

⑬	�

第
二
葉
裏
二
行
目
「
時
先
生
」
と
「
失
明
」
と
の
間
に
、
朱

筆
に
て
「
既
老
而
」
を
挿
入
。

⑭	�

同
二
行
目
「
家
居
」
を
削
除
。

⑮	�

同
四
行
目
「
人
材
輩
出
」
を
、
朱
筆
に
て
「
随
材
成
就
」
に

修
正
。

⑯	�

同
四
行
目
「
文
武
立
身
者
多
」
を
、
朱
筆
に
て
「
多
文
武
立

身
者
」
に
修
正
。

⑰	�

同
五
行
目
「
必
叩
門
受
益
」
を
、
朱
筆
に
て
「
必
造
門
請
益
」

に
修
正
。

⑱	�
同
六
行
目
「
亦
」
字
を
削
除
。

⑲	�
同
七
行
目
「
三
十
六
年
」
の
上
に
、
朱
筆
に
て
「
至
」
字
を

挿
入
。

⑳	�

同
八
行
目
「
先
生
固
不
以
毀
誉
介
于
懐
而
」
を
削
除
。
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㉑	�

同
十
行
目
「
哀
毀
骨
立
」
を
、
朱
筆
に
て
「
哀
毀
動
人
」
に

修
正
。

㉒	�
第
三
葉
表
二
行
目
「
対
」
字
を
削
除
。

㉓	�
同
四
行
目
「
吟
哦
」
の
二
字
を
削
除
し
、
そ
の
箇
所
に
朱
筆

に
て
「
配
河
内
氏
亡
独
居
山
斎
蕭
然
」
を
挿
入
。

㉔	�

同
四
行
目
「
配
河
内
氏
先
亡
無
子
養
従
姪
幸
麿
為
嗣
晩
年
知

其
失
田
産
曰
我
失
教
矣
後
不
復
言
」
を
削
除
。

㉕	�

同
九
行
目
「
彦
心
窃
以
懼
」
を
削
除
。

㉖	�

同
九
行
目
「
無
病
而
逝
」
を
、
朱
筆
に
て
「
俄
逝
」
に
修
正
。

㉗	�

同
十
行
目「
嗚
呼
観
其
考
終
可
以
知
其
人
矣
」を
朱
筆
に
て「
無

子
養
従
姪
幸
麿
為
嗣
」
に
修
正
。

こ
れ
ら
の
修
正
の
う
ち
、⑬
⑭
㉓
㉔
の
四
箇
所
は
い
ず
れ
も「
初

稿
イ
」
に
お
い
て
本
文
に
墨
筆
に
て
書
き
加
え
ら
れ
て
い
た
修
正

と
同
一
内
容
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
四
箇
所
の
修
正
は
、「
初

稿
ア
」
か
ら
「
初
稿
イ
」
の
段
階
で
加
え
た
修
正
を
そ
の
ま
ま
必

要
と
認
め
た
こ
と
か
ら
、Ａ
稿
に
書
き
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

但
し
、「
初
稿
イ
」
の
段
階
で
墨
筆
に
よ
り
加
え
ら
れ
た
五
箇
所

の
修
正
の
う
ち
、
④
「
而
」
字
の
挿
入
の
み
は
Ａ
稿
に
は
認
め
ら

れ
な
い
。

そ
の
他
の
修
正
の
中
に
は
、
Ｂ
～
Ｆ
稿
の
書
き
込
み
に
よ
り
内

藤
・
狩
野
・
瀧
川
・
日
下
・
安
井
の
五
人
が
提
示
し
た
本
文
の
字

句
の
修
正
と
合
致
す
る
修
正
、
も
し
く
は
部
分
的
に
合
致
す
る
修

正
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
稿
中
の
修
正
③
は
狩
野

①
と
、
④
は
狩
野
③
と
、
⑤
は
瀧
川
⑨
と
、
⑥
は
瀧
川
⑩
・
安
井

⑤
と
、
⑦
は
瀧
川
⑪
と
、
⑧
は
瀧
川
⑫
と
、
⑨
は
瀧
川
⑬
と
、
⑩

は
狩
野
⑧
と
、
⑫
は
日
下
③
・
安
井
⑧
と
、
⑮
は
瀧
川
㉒
と
、
⑯

は
狩
野
⑫
と
、
⑰
は
瀧
川
㉔
と
、
⑱
は
内
藤
⑤
・
狩
野
⑭
・
瀧
川

㉕
と
、
⑲
は
狩
野
⑮
と
、
⑳
は
狩
野
⑯
と
、
㉒
は
瀧
川
㉙
・
日
下

④
と
、
㉕
は
日
下
⑦
と
、
そ
れ
ぞ
れ
修
正
の
内
容
が
全
面
的
、
も

し
く
は
部
分
的
に
合
致
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
こ
の
た
め
、
Ａ

稿
を
作
成
す
る
時
点
に
お
い
て
天
囚
は
、
五
人
の
提
示
し
た
字
句

の
修
正
の
中
か
ら
、
こ
れ
ら
の
修
正
を
採
用
し
て
Ａ
稿
に
書
き
込

ん
だ
と
考
え
ら
れ
る（
（1
（

。
但
し
、
Ａ
稿
中
の
修
正
①
②
⑪
㉑
㉖
に
つ

い
て
は
、
Ｂ
～
Ｆ
稿
に
書
き
込
ま
れ
た
修
正
と
は
直
接
関
係
が
な

い
。
こ
れ
ら
は
、
Ａ
稿
を
作
成
す
る
段
階
で
天
囚
が
新
た
に
加
え

た
修
正
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
囚
が
「
初
校
ア
・
イ
」
に
対
し
て
内
藤
・
狩

野
・
瀧
川
・
日
下
・
安
井
が
提
案
し
た
意
見
を
取
捨
選
択
し
、
ま

た
自
ら
題
名
に
「
紀
徳
」
を
加
筆
す
る
な
ど
の
新
た
な
修
正
を
加

え
て
「
定
稿
」
と
し
た
Ａ
稿
に
お
い
て
特
に
注
目
さ
れ
る
点
は
、

天
囚
が
「
初
稿
イ
」
に
お
い
て
加
え
た
修
正
の
う
ち
、「
而
」
字

の
挿
入
に
つ
い
て
撤
回
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
最
終
的
な
碑
文
に

お
い
て
も
、
こ
の
箇
所
に
「
而
」
字
の
挿
入
は
認
め
ら
れ
な
い
。
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こ
れ
は
、
天
囚
は
「
初
稿
ア
」
か
ら
「
初
稿
イ
」
を
作
成
す
る
段

階
で
は
「
而
」
字
の
挿
入
が
必
要
と
考
え
た
が
、
五
人
の
批
正
を

踏
ま
え
て
Ａ
稿
を
作
成
す
る
時
点
で
そ
の
考
え
を
改
め
、「
而
」

字
の
挿
入
を
取
り
止
め
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、先
述
の
通
り
、『
遺
集
』所
収
の
豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
、

す
な
わ
ち
修
正
後
の
Ａ
稿
の
本
文
と
碑
文
の
最
終
版
と
の
間
に

は
、
六
箇
所
の
字
句
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
が
、
六
箇
所
の
う
ち

の
①
②
④
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
安
井
①
・
狩
野
②
・
瀧
川
⑯

の
字
句
の
修
正
と
内
容
が
基
本
的
に
合
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

Ａ
稿
執
筆
時
点
で
天
囚
は
、
安
井
①
・
狩
野
②
・
瀧
川
⑯
の
提
案

を
一
旦
不
採
用
と
し
た
が
、
Ａ
稿
に
対
し
て
更
に
修
正
を
加
え
て

碑
文
の
最
終
版
を
作
成
す
る
際
に
、
Ｂ
～
Ｆ
稿
に
書
き
込
ま
れ
た

五
人
の
提
案
を
再
度
検
討
し
、
そ
の
中
か
ら
三
箇
所
の
修
正
を
採

用
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
囚
は
機
会
あ
る
毎
に
倦
む
こ
と
な
く
推
敲
を

重
ね
、
一
度
加
え
た
修
正
を
後
に
撤
回
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
一

度
採
用
を
見
送
っ
た
修
正
意
見
を
後
に
改
め
て
採
用
す
る
場
合
も

あ
っ
た
。天
囚
が
極
め
て
慎
重
に
撰
文
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
、

ま
た
批
正
を
求
め
た
五
人
に
対
し
て
天
囚
が
厚
い
信
頼
を
寄
せ
て

い
た
こ
と
が
よ
く
窺
え
る
。

加
え
て
、
Ａ
稿
に
書
き
加
え
ら
れ
た
修
正
に
従
っ
た
本
文
は
、

『
遺
集
』
所
収
の
豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
の
本
文
と
完
全
に
一
致

す
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
「
写
取
ヲ
要
ス
」

と
記
さ
れ
た
附
箋
の
問
題
と
合
わ
せ
て
、後
に
改
め
て
検
討
す
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
の

成
立
過
程
は
、
概
ね
以
下
の
通
り
と
考
え
ら
れ
る
。

①	�

天
囚
は
、
執
筆
し
た
草
稿
を
印
刷
し
て
「
初
稿
ア
」
を
作

成
し
、
内
藤
・
狩
野
に
送
付
し
て
批
正
を
求
め
た
。
な
お
、

鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、『
碩
園
文
稿
』

に
収
録
さ
れ
た
そ
の
草
稿
が
成
立
す
る
前
の
段
階
で
執
筆

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
二
種
類
の
草
稿
が
西
村
家
に
所
蔵

さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
見
て
、
印
刷
さ
れ
た
「
初
稿
ア
」

が
成
立
す
る
前
の
段
階
に
お
い
て
も
、
天
囚
が
複
数
の
草

稿
を
執
筆
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
と
推
測
さ
れ
る
。
残
念

な
が
ら
、
そ
う
し
た
初
期
段
階
の
草
稿
は
、
西
村
家
旧
蔵

の
天
囚
関
係
資
料
の
中
か
ら
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

②	�

そ
の
後
天
囚
は
、「
初
稿
ア
」
の
本
文
に
墨
筆
で
五
箇
所
修

正
を
加
え
て「
初
稿
イ
」を
作
成
し
、そ
れ
を
瀧
川
・
日
下
・

安
井
に
送
付
し
て
批
正
を
求
め
た
。

③	�

内
藤
・
狩
野
・
瀧
川
・
日
下
・
安
井
の
五
人
は
、
そ
れ
ぞ

れ
天
囚
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
草
稿
に
意
見
を
書
き
込
み
、

天
囚
に
返
送
し
た
。

④	�

天
囚
は
、
五
人
か
ら
返
送
さ
れ
た
草
稿
に
書
き
込
ま
れ
た

意
見
を
取
捨
選
択
し
、
か
つ
自
ら
新
た
な
修
正
を
加
え
て
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Ａ
稿
を
作
成
し
、
こ
れ
を
「
定
稿
」
と
し
た
。

⑤	�

天
囚
は
「
定
稿
」
と
し
た
Ａ
稿
に
も
更
に
修
正
を
加
え
て
、

碑
文
の
最
終
版
を
確
定
さ
せ
た
。

以
上
の
よ
う
な
豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
の
成
立
過
程
の
中
で

は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
天
囚
が
批
正
を
求
め
た
五
人
の
意
見

を
尊
重
し
て
い
た
点
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
確
か
に
字
句
の
修
正

の
意
見
に
つ
い
て
は
、
最
も
多
く
修
正
意
見
を
提
示
し
た
瀧
川
の

場
合
で
も
、
天
囚
は
そ
の
半
分
以
上
を
採
用
し
て
い
な
い
。
し
か

し
、
天
囚
は
よ
り
よ
い
碑
文
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
、
従
う
べ
き

と
考
え
た
意
見
に
は
従
っ
て
お
り
、
し
か
も
推
敲
を
繰
り
返
す
中

で
一
旦
従
わ
な
か
っ
た
意
見
を
後
に
採
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

天
囚
が
五
人
を
信
頼
し
、
そ
の
意
見
を
真
摯
に
受
け
止
め
て
尊
重

し
た
姿
勢
が
窺
え
る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う（
（1
（

。

も
っ
と
も
、
天
囚
が
一
旦
Ａ
稿
を
「
定
稿
」
と
し
な
が
ら
、
そ

の
後
更
に
修
正
を
加
え
た
こ
と
に
よ
り
、
Ａ
稿
は
真
の
意
味
で

の
定
稿
で
は
な
く
な
り
、
最
終
版
は
石
碑
を
実
見
し
な
け
れ
ば

確
認
で
き
な
く
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
最
終
版
が
確
定
す
る
段
階

に
お
け
る
修
正
は
、
手
紙
等
に
よ
り
天
囚
か
ら
伝
え
ら
れ
、
天

囚
の
手
許
に
は
確
定
し
た
の
碑
文
の
全
文
を
記
し
た
真
の
定
稿

は
存
在
し
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
Ａ
稿
に
吉
田
鋭
雄

が
「
写
取
ヲ
要
ス
」
と
記
し
た
附
箋
を
貼
付
し
た
の
は
、
Ａ
稿

と
最
終
版
と
の
関
係
を
吉
田
が
知
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
が
、
そ

の
こ
と
を
吉
田
は
天
囚
か
ら
直
接
聞
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
天

囚
以
外
に
事
情
を
知
る
人
物
が
い
て
教
え
ら
れ
た
の
か
、
詳
し

い
事
情
は
不
明
で
あ
る
。

七　
『
碩
園
文
稿
』
と
は
何
か

前
述
の
通
り
、『
碩
園
文
稿
』の
Ａ
稿
の
修
正
後
の
本
文
は
、『
遺

集
』
に
収
録
さ
れ
た
豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
の
本
文
と
完
全
に
一

致
す
る
。『
碩
園
文
稿
』
中
の
草
稿
が
『
遺
集
』
に
収
録
さ
れ
て

い
る
と
の
現
象
は
、
筆
者
が
前
稿
で
検
討
し
た
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑

と
同
じ
で
あ
る
。
遺
憾
な
が
ら
、
現
時
点
で
は
『
遺
集
』
の
「
碩

園
先
生
文
集
」（
以
下
、「
文
集
」）
に
収
録
さ
れ
た
す
べ
て
文
に

つ
い
て
の
検
討
を
終
え
る
に
至
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、『
遺
集
』

の
「
文
集
」
に
、『
碩
園
文
稿
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
草
稿
が
そ

の
ま
ま
収
録
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
非
常
に
多
い
と
見
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
傍
証
す
る
の
が
、
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
・
豊
山
前
田

先
生
紀
徳
碑
に
限
ら
ず
、『
碩
園
文
稿
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
草

稿
に
は
、「
写
取
ヲ
要
ス
」
と
記
さ
れ
た
附
箋
が
貼
付
さ
れ
て
い

る
も
の
が
多
数
存
在
す
る
現
象
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、
こ
の
附

箋
に
は
吉
田
鋭
雄
が
中
心
と
な
っ
て
活
動
し
た
「
呉
山
社
稿
本
」

の
原
稿
用
紙
が
主
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
筆
蹟
か
ら
見
て
も
吉
田

が
貼
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
と
考
え
ら
れ
る
。
貼
付
し
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た
時
期
は
不
明
だ
が
、
天
囚
の
没
後
、『
遺
集
』
の
編
輯
に
関
与

し
た
吉
田
は
、『
碩
園
文
稿
』
所
収
の
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
や
豊
山

前
田
先
生
紀
徳
碑
の
草
稿
が
最
終
版
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
お

り
、
そ
の
た
め
文
集
に
収
録
す
る
際
に
は
、
最
終
版
を
石
碑
か
ら

「
写
取
」
す
る
こ
と
が
必
要
と
判
断
し
て
こ
の
附
箋
を
貼
付
し
た

が
、
結
局
「
写
取
」
は
行
わ
れ
ず
に
、『
遺
集
』
に
は
『
碩
園
文
稿
』

所
収
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
収
録
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
天
囚
は
、『
碩
園
文
稿
』
を
ど
の
よ
う
な
目
的
で
編

輯
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
・
豊
山
前
田
先
生
紀

徳
碑
に
つ
い
て
の
検
討
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
複
数
の
草
稿
が
収

録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、『
碩
園
文
稿
』
は
基
本
的
に
、

草
稿
類
を
可
能
な
限
り
手
許
に
留
め
て
い
た
天
囚
が
、
自
ら
の
撰

文
の
過
程
を
留
め
よ
う
と
し
て
編
輯
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
天
囚
が
草
稿
類
を
編
輯
し
て
冊
子
と
し
た
の
は
、

『
碩
園
文
稿
』
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
湯
浅
氏
が
鉄
砲
伝
来

紀
功
碑
の
成
立
を
検
討
す
る
契
機
と
な
っ
た
、
そ
の
二
種
類
の
稿

本
な
ど
を
収
録
す
る
『
五
十
以
後
文
稿
』
な
ど
、
西
村
家
旧
蔵
の

天
囚
関
係
資
料
の
中
に
は
、
や
は
り
天
囚
が
草
稿
類
を
ま
と
め
て

冊
子
と
し
た
も
の
が
存
在
す
る（
（2
（

。
但
し
、『
五
十
以
後
文
稿
』
に

収
録
さ
れ
て
い
る
草
稿
に
は
、
基
本
的
に
「
景
社
文
稿
」
と
版
心

に
印
刷
さ
れ
た
原
稿
用
紙
の
裏
紙
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
豊

山
前
田
先
生
紀
徳
碑
の
Ｂ
～
Ｆ
稿
の
よ
う
に
、
天
囚
が
批
正
を
求

め
た
相
手
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
草
稿
の
類
は
収
録
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
、『
五
十
以
後
文
稿
』
に
は
初
期
の
段
階
に
お
い

て
書
か
れ
た
草
稿
が
収
録
さ
れ
、
完
成
版
に
よ
り
近
い
草
稿
や
、

批
正
を
受
け
て
返
送
さ
れ
た
草
稿
は
『
碩
園
文
稿
』
に
収
録
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
草
稿
類
を
綴
じ

た
冊
子
の
中
で
も
『
碩
園
文
稿
』
は
、
完
成
版
に
近
い
草
稿
を
収

録
し
た
、
い
わ
ば
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、『
碩
園
文
稿
』
の
各
巻
に
目
次
が
附
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
首
肯
で
き
よ
う
。
西
村
家
旧
蔵
の
天
囚
関
係
資
料

に
あ
る
草
稿
類
を
束
ね
た
冊
子
の
中
に
は
、『
五
十
以
後
文
稿
』

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
表
紙
を
有
す
る
も
の
は
他
に
も
あ
る
。

し
か
し
、『
碩
園
文
稿
』
の
各
巻
の
よ
う
に
、
収
録
さ
れ
た
草
稿

の
名
や
執
筆
し
た
月
を
記
し
た
目
次
が
附
さ
れ
て
い
る
冊
子
は
確

認
さ
れ
て
い
な
い
。目
次
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、天
囚
が『
碩

園
文
稿
』
を
、
い
わ
ば
自
ら
の
作
品
集
と
し
て
編
輯
し
た
こ
と
を

示
す
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

も
と
よ
り
、
天
囚
が
『
碩
園
文
稿
』
を
自
ら
の
作
品
集
、
す
な

わ
ち
文
集
と
し
て
編
輯
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
最
終
版
の

み
を
収
録
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
し
か
し
、
倦
む
こ
と
な
く
推
敲
・

修
正
を
繰
り
返
し
た
天
囚
の
手
許
に
は
、
最
終
版
の
全
文
を
記
し

た
も
の
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
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た
場
合
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
現
時
点
で
は
憶
測

に
止
ま
る
が
、
そ
こ
で
天
囚
は
、
最
終
版
を
収
録
し
た
文
集
を
自

ら
編
輯
す
る
こ
と
は
断
念
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
手

許
に
残
る
最
終
版
に
近
い
段
階
の
草
稿
や
批
正
を
受
け
た
草
稿
の

類
を
編
輯
し
た
『
碩
園
文
稿
』
を
作
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

天
囚
が
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
七
月
に
死
去
し
た
後
、
十

二
年
後
の
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
よ
う
や
く
『
遺
集
』
が

出
版
さ
れ
る
ま
で
、
記
念
会
に
お
い
て
天
囚
の
詩
文
集
の
編
輯
が

ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
の
か
は
、
現
時
点
で
詳
細
は
不
明
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
記
念
会
関
係
者
に
と
っ
て
『
碩
園
文
稿
』
は
、

天
囚
の
文
集
を
作
成
す
る
上
で
大
変
都
合
の
良
い
も
の
と
理
解
さ

れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
碩
園
文
稿
』
が
碩
園
記
念
文
庫
資
料
に

は
含
ま
れ
ず
、ま
た
西
村
家
の
所
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
も
な
ら
ず
に
、

大
阪
大
学
に
寄
贈
さ
れ
る
ま
で
記
念
会
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
の
は
、
記
念
会
が
天
囚
の
文
集
を
作
成
す
る
た
め
に
用
い

た
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
最
終
版
が
収
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
『
碩
園

文
稿
』
を
、
そ
の
ま
ま
天
囚
の
文
集
と
す
る
こ
と
に
は
当
然
問
題

が
あ
り
、そ
の
こ
と
は
記
念
会
関
係
者
も
理
解
し
た
は
ず
で
あ
る
。

文
集
の
編
輯
に
関
与
し
た
吉
田
が
、『
碩
園
文
稿
』
所
収
の
草
稿

の
中
か
ら
最
終
版
に
最
も
近
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
判
別
し
、

そ
の
上
に「
写
取
ヲ
要
ス
」と
記
し
た
附
箋
を
貼
付
し
た
の
は
、「
写

取
」
に
よ
っ
て
最
終
版
を
確
認
し
、
そ
れ
を
文
集
に
収
録
し
よ
う

と
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

残
念
な
が
ら
、
結
局
「
写
取
」
は
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
吉
田

の
主
張
は
無
視
さ
れ
る
形
で
『
碩
園
文
稿
』
所
収
の
草
稿
が
文
集

に
そ
の
ま
ま
収
録
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
天
囚
撰
文
の
石
碑

の
場
合
は
、
日
本
各
地
に
多
数
建
て
ら
れ
て
い
る
碑
文
を
「
写
取
」

る
こ
と
に
時
間
と
労
力
と
が
か
か
る
た
め
、
実
施
が
見
送
ら
れ
た

の
か
も
知
れ
な
い（
（2
（

。
ま
た
前
稿
に
も
述
べ
た
通
り
、
昭
和
に
入
っ

て
か
ら
の
記
念
会
で
は
、
理
事
長
の
永
田
仁
助
・
教
授
の
松
山
直

蔵
・
講
師
の
稲
束
猛
・
二
代
目
教
授
の
財
津
愛
象
が
相
次
い
で
死

去
し
、
一
貫
し
て
『
遺
集
』
の
編
輯
を
統
括
す
る
中
心
人
物
が
い

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
記
念
会
の
事
情
も
お
そ
ら
く

大
き
く
影
響
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
加
え
て
、
財
津
の
死
後
も
吉

田
が
長
く
助
教
授
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う

に
、
学
士
で
は
な
か
っ
た
吉
田
の
主
張
は
、
記
念
会
に
お
い
て
重

ん
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い（
（2
（

。

な
お
、『
遺
集
』
の
編
輯
に
お
い
て
は
、「
文
集
」
だ
け
で
は
な

く
「
碩
園
先
生
詩
集
」
に
つ
い
て
も
、
天
囚
の
草
稿
を
そ
の
ま
ま
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収
録
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
『
遺
集
』
編

輯
に
関
す
る
問
題
の
解
明
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
）	

湯
浅
邦
弘
「
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
文
の
成
立
」（『
国
語
教
育
論
叢
』
第
二

十
七
号
、
二
〇
二
〇
年
）、
拙
稿
「
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
文
の
成
立
と
『
碩

園
文
稿
』」（『
懐
徳
』
第
九
十
二
号
、
二
〇
二
四
年
一
月
）
参
照
。

（
２
）	

豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
の
碑
文
の
書
き
下
し
文
は
、
下
野
敏
見
・
鮫
島

宗
美
編
『
種
子
島
碑
文
集 : 
石
の
文
化
誌 

第
１
集
』（
熊
毛
文
学
会
、

一
九
六
五
年
）
所
収
の
も
の
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
同
書
の
碑
文
の

一
部
に
は
誤
写
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
。

（
３
）	「
疏
戚
」
は
、
こ
こ
で
は
遠
い
親
戚
を
指
す
。
天
囚
の
母
方
の
祖
父
・

平
山
伝
一
郎
（
号
は
西
海
）
は
、
豊
山
の
父
・
前
田
宗
恭
の
弟
で
、
天

囚
の
母
・
浅
子
と
豊
山
と
は
い
と
こ
に
あ
た
る
。

（
４
）	「
宮
内
先
生
」
は
、
薩
摩
藩
の
藩
校
・
造
士
館
の
儒
者
で
朱
子
学
者
の

宮
内
維
清
を
指
す
。

（
５
）	「
太
夫
人
」
は
、『
豊
山
遺
稿
』（
森
友
諒
、
一
九
二
六
年
）
所
収
の
森

友
諒
「
豊
山
前
田
先
生
伝
」
に
よ
れ
ば
、
種
子
島
の
領
主
・
種
子
島
久

尚
の
生
母
・
宝
茲
院
信
子
の
こ
と
を
指
す
。

（
６
）	「
大
故
」
は
、
大
き
な
わ
ざ
わ
い
の
こ
と
で
、
前
出
「
豊
山
前
田
先
生
伝
」

に
よ
れ
ば
、
こ
の
頃
、
守
時
の
父
・
種
子
島
久
尚
、
祖
母
・
信
子
、
母
・

幸
子
が
相
次
い
で
死
去
し
、
更
に
東
京
に
い
た
守
時
の
兄
・
時
丸
も
十

一
歳
で
死
去
し
た
。

（
７
）	「
私
学
校
乱
」
に
つ
い
て
、
前
出
「
豊
山
前
田
先
生
伝
」
に
よ
れ
ば
、

種
子
島
の
郷
校
の
十
六
歳
以
上
の
在
学
生
は
「
悉
ク
私
学
校
ニ
転
校
シ

直
ニ
従
軍
ノ
壮
士
」
と
な
っ
た
が
、
豊
山
は
「
年
少
子
弟
及
従
軍
ニ
漏

レ
タ
ル
者
ヲ
集
メ
教
養
ス
ル
コ
ト
従
前
ノ
如
」
く
で
あ
っ
た
。

（
８
）	「
公
立
種
子
島
学
校
」
に
つ
い
て
、
前
出
「
豊
山
前
田
先
生
伝
」
に
よ

れ
ば
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）「
学
制
ノ
改
正
ニ
依
リ
郷
校
ヲ
公

立
種
子
島
準
中
学
校
ト
改
称
」
し
、
豊
山
は
同
年
「
公
立
種
子
島
中
学

四
等
監
事
兼
訓
導
」
と
な
っ
た
が
、「
明
治
十
七
年
公
立
種
子
島
準
中

学
ハ
中
学
ノ
咨
（
マ
マ
）格

ナ
キ
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
公
立
種
子
島

学
校
ト
改
メ
同
年
九
月
公
立
種
子
島
学
校
雇
教
員
」
と
な
っ
た
。
公
立

種
子
島
学
校
は
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
廃
止
さ
れ
、「
北
種

村
ノ
補
助
ヲ
受
ケ
」
て
私
立
種
子
島
学
校
と
な
り
、
豊
山
は
そ
の
校
長

と
な
っ
た
。

（
９
）	「
弘
道
会
」
に
つ
い
て
、
豊
山
等
が
漢
学
に
基
づ
く
人
材
育
成
の
た
め

の
団
体
を
指
す
。
前
出
「
豊
山
前
田
先
生
伝
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
十

七
年
（
一
九
〇
四
）、
私
立
種
子
島
学
校
は
郡
立
農
林
学
校
と
な
っ
て

国
と
県
の
補
助
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
豊
山
は
実
業
本
位
の
学
校

と
な
る
こ
と
を
「
人
材
教
育
ハ
是
迄
ナ
リ
」
と
歎
き
、
教
職
を
退
い
た

が
、「
尚
育
英
ノ
志
ヲ
棄
テ
ス
同
志
ニ
謀
リ
」
弘
道
会
を
開
設
し
、
儒

教
の
経
典
の
講
義
を
行
っ
た
。

（
10
）	「
癸
亥
」
は
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
の
干
支
で
あ
る
。
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（
11
）	

前
掲
の
拙
稿
「
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
文
の
成
立
と
『
碩
園
文
稿
』」
に
お

い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
大
阪
大
学
附
属
総
合
図
書
館
に
お
い
て
は
、『
碩

園
文
稿
』
は
巻
一
か
ら
巻
十
四
ま
で
の
全
十
四
冊
と
さ
れ
て
い
る
が
、

巻
十
四
は
『
碩
園
文
稿
』
の
一
部
で
は
な
く
、
後
に
記
念
会
関
係
者
が

誤
っ
て
『
碩
園
文
稿
』
に
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
以

下
の
検
討
に
お
い
て
は
、
巻
十
四
を
除
外
し
て
、
巻
一
か
ら
巻
十
三
ま

で
の
十
三
冊
を
『
碩
園
文
稿
』
と
見
な
す
。
な
お
、
国
文
学
研
究
資
料

館
の
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
い
て
、『
碩
園
文
稿
』
の
画
像
デ
ー
タ

は
巻
一
～
巻
九
の
み
が
示
さ
れ
て
お
り
、
巻
十
～
十
四
の
画
像
デ
ー
タ

が
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
大
阪
大
学
附
属
総
合
図
書
館
に
問
い
合

わ
せ
た
と
こ
ろ
、
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
画
像
は
同
図
書
館
の
所
蔵
す

る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
バ
ー
ト
し
た
も
の
だ

が
、
同
館
に
は
元
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
が
巻
九
ま
で
し
か
存
在
し

な
か
っ
た
た
め
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
12
）	『
碩
園
文
稿
』
巻
一
～
十
二
の
表
紙
に
は
巻
数
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

巻
十
三
の
表
紙
に
は
巻
数
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
表
紙
の
中
央
上
部
に

貼
付
さ
れ
た
附
箋
に
、「
巻
十
三
」と
記
さ
れ
て
い
る
が
、こ
の
附
箋
は
、

後
年
財
団
法
人
懐
徳
堂
記
念
会
の
関
係
者
が
貼
付
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
前
掲
の
拙
稿
「
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
文
の
成
立
と
『
碩
園
文
稿
』」

参
照
。

（
13
）	

同
巻
の
目
次
の
末
尾
に
は
「
已
上
三
十
二
首
」
と
あ
る
が
、
後
に
追
加

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
も
の
を
含
め
る
と
、
目
次
に
は
合
計
三
十
三
種
類
の

草
稿
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
目
次
に
記
さ
れ
た
排
列
と
、
草

稿
の
排
列
と
は
合
致
し
な
い
箇
所
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
東
宮
恩
賜
石

像
記
」
の
草
稿
は
、
目
次
で
は
二
十
六
番
目
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
草

稿
そ
の
も
の
は
目
次
の
十
一
番
目
に
あ
る
「
双
軒
鑑
賞
引
」
の
直
後
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）	

内
藤
の
言
う
「
五
代
史
安
重
誨
伝
」
は
、「
欧
」、
す
な
わ
ち
欧
陽
脩
の

書
い
た
『
新
五
代
史
』（『
五
代
史
記
』）
の
安
重
誨
の
列
伝
（
唐
臣
伝

第
十
二
）
を
指
す
。
ま
た
「
望
溪
」
は
、
桐
城
派
の
始
祖
と
さ
れ
る
清

の
方
苞
の
晩
年
の
号
で
あ
る
。
内
藤
の
コ
メ
ン
ト
は
、『
方
望
渓
先
生

全
集
』（『
四
部
叢
刊
』
所
収
）
巻
二
「
読
子
史
」
の
「
書
五
代
史
安
重

誨
伝
後
」
に
「
此
（
竹
田
注
…
安
重
誨
伝
を
指
す
）
書
疏
論
䇿
體
記
事

之
文
。
古
無
是
也
。」（
此
れ
書
疏
論
䇿
の
体
の
記
事
の
文
な
り
。
古
に

是
れ
無
き
な
り
。）、「
重
誨
伝
乃
雑
以
論
断
語
、
夫
法
之
変
。
蓋
其
義

有
不
得
不
然
者
。
欧
公
最
為
得
史
記
法
、
然
猶
未
詳
其
義
。」（
重
誨
伝

は
乃
ち
雑
ふ
る
に
論
断
の
語
を
以
て
す
る
も
、
夫
れ
法
の
変
な
り
。
蓋

し
其
の
義　

然
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
者
有
り
。
欧
公　

最
も
史
記
の
法
を

得
る
と
為
す
も
、
然
し
て
猶
ほ
未
だ
其
の
義
に
詳
ら
か
な
ら
ず
。）
を

踏
ま
え
て
い
る
。

（
15
）	

瀧
川
は
「
遇
」
字
と
す
る
が
、
本
文
は
「
過
」
字
で
あ
り
、
瀧
川
の
誤

写
と
考
え
ら
れ
る
。

（
16
）	
瀧
川
亀
太
郎
「
碩
園
先
生
の
初
年
と
晩
年
」（『
懐
徳
』
第
二
号
碩
園
先

生
追
悼
録
〔
懐
徳
堂
堂
友
会
、
一
九
二
五
年
〕
所
収
）
参
照
。
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（
17
）	「
送
前
田
豊
山
先
生
叙
」
は
『
遺
集
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
前

掲
「
豊
山
前
田
先
生
伝
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に

豊
山
が
官
に
要
請
し
て
種
子
島
準
中
学
が
設
立
さ
れ
、
豊
山
が
そ
の
校

長
を
務
め
て
い
た
が
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
「
中
学
ノ
咨
（
マ
マ
）格

ナ
キ
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
公
立
種
子
島
学
校
」
と
改
称
さ
れ

た
。「
送
前
田
豊
山
先
生
叙
」
に
も
、「
学
有
故
将
廃
、
先
生
百
方
拮
据
、

遭
怨
讟
不
避
。
遂
得
不
廃
。」（
学　

故
有
り
て
将
に
廃
せ
ら
れ
ん
と
す

る
に
、
先
生
百
方
拮
据
し
て
、
怨
讟
に
遭
ふ
も
避
け
ず
。
遂
に
廃
せ
ら

れ
ざ
る
を
得
。）
と
あ
る
。
明
治
十
八
年
の
豊
山
の
上
京
は
、
関
係
者

に
対
し
て
公
立
種
子
島
学
校
に
関
す
る
陳
情
か
、
或
い
は
学
校
の
存
続

が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
謝
意
を
伝
え
る
た
め
で
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
18
）	

前
述
の
通
り
、
安
井
⑪
⑫
の
コ
メ
ン
ト
は
、
具
体
的
な
語
句
の
修
正
を

提
案
す
る
も
の
で
は
な
く
、
文
意
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
と
の
指
摘
で

あ
っ
た
。
Ａ
稿
に
お
け
る
㉕
㉗
の
修
正
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
安
井

の
コ
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（
19
）	

湯
浅
邦
弘
氏
は
、
景
社
な
ど
を
通
じ
た
天
囚
と
当
時
の
文
人
た
ち
と
の

交
流
・
相
互
研
鑽
に
つ
い
て
、
天
囚
の
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
注

目
し
て
い
る
。
前
掲
「
大
阪
市
公
会
堂
壁
記
の
成
立
―
近
代
文
人
の
相

互
研
鑽
に
つ
い
て
―
」（『
中
国
研
究
集
刊
』
第
六
十
九
号
、
二
〇
二
三

年
）・「
西
村
天
囚
の
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
―
種
子
島
西
村
家
所
蔵
資
料

を
中
心
と
し
て
―
」（『
懐
徳
』
第
八
十
七
号
、
二
〇
一
九
年
）
参
照
。

豊
山
前
田
先
生
紀
徳
碑
に
つ
い
て
天
囚
が
五
人
に
批
正
を
乞
う
た
の

も
、
そ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
用
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
20
）	

竹
田
健
二
・
湯
浅
邦
弘
・
池
田
光
子
「
西
村
家
所
蔵
西
村
天
囚
関
係
資

料
暫
定
目
録
（
遺
著
・
書
画
類
等
）」（『
懐
徳
堂
研
究
』
第
十
二
号
、

二
〇
二
一
年
）・
同
「
旧
西
村
家
所
蔵
西
村
天
囚
関
係
資
料
目
録
―
鉄

砲
館
・
黎
明
館
に
現
存
す
る
資
料
に
つ
い
て
―
」（『
懐
徳
堂
研
究
』
第

十
四
号
、
二
〇
二
三
年
）
参
照
。『
五
十
以
後
文
稿
』
は
、
西
村
家
か

ら
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）
に
種
子
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
に
寄

贈
さ
れ
た
資
料
で
あ
り
、巻
二
～
巻
七
が
現
存
す
る
。『
五
十
以
後
文
稿
』

は
そ
の
書
名
が
示
す
通
り
、天
囚
が
数
え
で
五
十
歳
と
な
っ
て
か
ら
後
、

つ
ま
り
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
以
降
に
天
囚
が
執
筆
し
た
草
稿
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）	『
遺
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
天
囚
撰
文
の
石
碑
は
多

く
、
大
阪
や
鹿
児
島
以
外
に
も
建
て
ら
れ
て
お
り
、
筆
者
が
調
査
し
た

中
で
も
「
三
島
開
墾
紀
恩
碑
」
は
栃
木
県
那
須
塩
原
市
に
、「
前
田
君

開
渠
紀
功
碑
」
は
宮
崎
県
都
城
市
に
、「
岡
翁
旌
徳
碑
」
は
和
歌
山
県

橋
本
市
に
現
存
す
る
。
ま
た
『
遺
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
、
天
囚

が
代
筆
し
た
碑
も
少
な
く
な
い
と
見
ら
れ
る
。
前
掲
湯
浅
氏
「
大
阪
市

公
会
堂
壁
記
の
成
立
―
近
代
文
人
の
相
互
研
鑽
に
つ
い
て
―
」
参
照
。

（
22
）	
拙
稿
「
武
内
義
雄
と
吉
田
鋭
雄
―
重
建
懐
徳
堂
講
師
の
留
学
と
西
村
天

囚
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
第
二
九
二
号
、
二
〇
二
三
年
）
参
照
。
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［
附
記
］
本
論
文
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
２
１
Ｈ
０
０
４
６

５
「
日
本
近
代
人
文
学
の
再
構
築
と
漢
学
の
伝
統
―
西
村
天
囚
関

係
新
資
料
の
調
査
研
究
を
中
心
と
し
て
―
」（
研
究
代
表
者
：
竹

田
健
二
）
の
成
果
で
あ
る
。
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